
 

 

 

 

第５次つるが男女共同参画プラン 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年４月 

敦  賀  市  



第５次つるが男女共同参画プラン策定にあたって 

 

敦賀市では、すべての人が性別に関わりなく、互いに

人権を尊重し合い、自分らしく生きることのできる男

女共同参画社会の実現を目指し、これまで計画的に施

策を推進してまいりました。 

このような中で「つるが男女共同参画プラン」は、平

成 14年に策定された第１次プランから始まり、本市の

男女共同参画推進の指針として重要な役割を果たして

きました。これまでの取り組みにより、女性の社会進出

や、ワーク・ライフ・バランスに関する意識など、男女

共同参画に関する意識は着実に高まっています。 

一方で、令和６年度に市民や事業所を対象に実施したアンケート調査の結果

からは、職場における男女格差や、家庭生活等における性別役割分担意識がまだ

まだ残っている実態も確認でき、加えて、配偶者等からの暴力やハラスメント、

性の多様性への理解など、男女共同参画社会の実現には多くの課題があります。 

この度策定しました「第５次つるが男女共同参画プラン」では、「すべての人

が 性別に関わりなく 自分らしく輝くまち 敦賀」を基本理念に掲げています。

性別に関係なくすべての人がその個性と能力を発揮し、社会のあらゆる分野で

自分らしく活躍できるまちを目指し、各種施策に取り組んでまいります。 

男女共同参画社会の実現には、市民一人ひとりの意識の変容が必要です。今

後とも市民の皆様をはじめ、事業所、地域、行政が一丸となって、男女共同参

画の推進に取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解とご協力をお

願いいたします。 

最後に、本プラン策定にあたりまして、熱心にご審議いただきました策定委

員の皆様をはじめ、アンケート調査にご協力いただきました方々、多くの貴重

なご意見をお寄せいただきました市民の皆様に厚く御礼申し上げますととも

に、今後もプランの実現に向けて、一層のご支援とご協力を賜りますようお願

い申し上げます。 

 

令和８年４月 

                敦 賀 市 長    米 澤 光 治 



 

 

『敦賀市男女共同参画都市宣言』 
 

わたしたちは、いきいきと豊かに暮らせる社会を築く 

ため、社会のあらゆる分野に参画できるまちづくりをめ 

ざし、ここに「男女共同参画都市」を宣言します。 

 

世界に心拓く
ひら

 港まち敦賀 

古き歴史を礎に
  いしずえ

 未来へはばたく男
ひと

と女
ひと

 

愛と信頼育みつ
はぐく

 男
ひと

と女
ひと

が尊重し合い 

家庭で 地域で 職場で 

一緒に築こう 男女共同参画社会 

このまち敦賀が すきだから 
 
 

平成１７年６月２８日 
 

           敦 賀 市 
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第１章 プランの概要 
  



１ 第５次つるが男女共同参画プランについて 

 

（１）プランの役割 

 第５次つるが男女共同参画プランは、本市における男女共同参画社会を構築するた

め、市の取り組みを中心にまとめた体系的な計画です。これまでの成果を活かしつ

つ、国や県の政策動向、本市の課題等を踏まえて策定しました。 

本プランを通じて、市が実施する取り組みを明確にするとともに、それらの取り組

みを通じて市民や団体、地域、事業所における男女共同参画を推進します。 

 

（２）プランの位置付け 

本プランは、「敦賀市男女共同参画推進条例第９条」に基づく基本計画であり、「男

女共同参画社会基本法第 14 条第３項」に規定されている市町村男女共同参画計画にあ

たるものです。 

また、以下の法律に基づく計画としても位置付けています。 

○「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」第６条第２

項に基づく市町村推進計画 

○「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（DV 防止法）」第２条

の３第３項に基づく市町村基本計画 

○「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律（女性支援新法）」第８条第３項に

基づく市町村基本計画 
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敦賀市男女共同参画推進条例  

男女共同参画社会基本法    

女性活躍推進法        

ＤＶ防止法          

女性支援新法         
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＜関連する市の計画（主なもの）＞ 

・第 8次敦賀市総合計画 

・第 5期敦賀市地域福祉計画「福祉つるが ぬくもりプラン」 

・敦賀市こども計画（つるがいきいきこども未来総合プラン） 

・敦賀市高齢者健康福祉計画・敦賀市介護保険事業計画（つるが安心お達者プラン） 

・敦賀市健康増進計画（健康つるが 21） 

・敦賀市いのちとこころ支援計画（敦賀市自殺対策計画） 

・敦賀市地域防災計画 

 

（３）プランの期間 

 本プランは、令和 8年度を始期とし、令和 12年度を目標年度とする 5年間の計画で

す。 

 なお、計画期間中は市の取り組みを中心としてプランの進捗状況及び評価を毎年公

表するとともに、社会情勢の変化や上位計画の見直しなどに応じて必要な範囲で新た

な施策を取り入れます。 

令和 8年度 令和 9年度 令和 10 年度 令和 11年度 令和 12年度 

     

 

（４）プランがめざす敦賀市の姿 

 

 

 

 男女共同参画社会とは「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって

社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政

治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担う

べき社会」（男女共同参画社会基本法第 2条）です。 

 本プランもその考え方を基本としながら、国や県の動向、さらには第４次つるが男

女共同参画プランの成果や課題、本市の現状を踏まえて策定しました。 

 本プランでは、すべての人の人権が尊重され、性別にかかわらず自分らしく生きて

いけるまちづくりを通して、一人ひとりが自分らしい男女共同参画を実現していくこ

とをめざします。 

 

 

すべての人が 性別に関わりなく 自分らしく輝くまち 敦賀 

ち 敦賀 
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２ プランの体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1 女性活躍推進法に基づく市町村推進計画の施策を含む 

※2 DV 防止法に基づく市町村基本計画の施策を含む 

※3 女性支援新法に基づく市町村基本計画の施策を含む 

  

（７）困難な問題を抱える人に対する支援
　

　　⑯ 困難な問題を抱える女性等に寄り添った包括的な支援

（８）男女共同参画意識の醸成
　

　　⑰ 固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発活動
　　⑱ 多様な選択を可能にする教育・学習機会の充実
　　⑲ セクシュアル・マイノリティへの理解の促進

（９）男女共同参画社会の推進体制強化
　

　　⑳ 男女共同参画を推進する市民活動団体等との連携や支援
　　㉑ 行政における男女共同参画の推進体制の充実

（１）政策決定・推進の場における女性参画の拡大
　

　  ① 市の政策・方針の立案・決定過程への女性参画の拡大
　  ② 審議会等委員への女性・若者の参画拡大

（２）働く場における性別によらない能力発揮と女性活躍の推進
　

　  ③ 働く場における女性参画・女性活躍の推進
　  ④ 女性の就労と能力開発の支援
　  ⑤ 性別によらない職業選択の機会確保と環境整備

（３）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現
　

　　⑥ 多様な働き方を尊重した、職場におけるワーク・ライフ・バラ
　　　 ンス実現の推進
  　⑦ 仕事と子育て・介護等の両立のための環境整備
  　⑧ 男女がともに担う家事・子育て・介護等の推進

（４）地域における男女共同参画の推進
　

　　⑨ 地域活動や組織等における男女共同参画の推進
　　⑩ 男女共同参画の視点に立った防災体制の確立と普及啓発

（５）ジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶と被害者支援の充実
　

　　⑪ ジェンダーに基づくあらゆる暴力・ハラスメント防止のための
　　　 取り組み強化
　　⑫ 配偶者等への暴力の防止及び被害者の保護等の推進
　  ⑬ 誰もが利用しやすい相談体制の整備

（６）ライフステージに応じた健康支援
　

　　⑭ 生涯にわたる男女の健康の包括的な支援
　　⑮ 妊娠・出産等に関する健康と権利の促進

［基本目標］ ［基本課題・基本施策】

１ 男女ともにあらゆる分野で

活躍できる基盤づくり

※１

２ 男女がともに支え合い、安心

・安全に暮らせる環境づくり

※２・３

３ 多様性を尊重する社会への

意識づくり

※１
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３ 市民、事業所の取り組み 

 本プランは、市の取り組みを中心にまとめた体系的な計画ですが、男女共同参画の

実現には市の取り組みを通じて市民や団体、地域、事業所それぞれの行動が必要にな

ります。 

 そこで、本プランでは市民や事業所に期待される具体的な行動を次のとおりに示し

ます。 

市民や事業所における男女共同参画の行動指針としてご活用ください。 

 

＜行動指針＞ 

市民の取り組み ・誰もがリーダーとして活躍できる社会を築こう 

・仕事も私生活もどちらも大切にしよう 

・アンコンシャス・バイアスに気づこう 

・性別で役割を決めるのはやめよう 

・家事・子育て・介護を、性別にとらわれず分かち合おう 

・暴力やハラスメントを見過ごさない意識を持とう 

・困っている人に気づいたら、相談につなげよう 

・性別による健康の違いを理解しよう 

・性の多様性について理解しよう 

事業所の取り組み ・多様な人材が職員や管理職として活躍できる職場にしよう 

・性別にかかわらず、多様な意見を意思決定に反映しよう 

・アンコンシャス・バイアスに気づこう 

・有給休暇などを取りやすい職場環境を作ろう 

・協力して超過勤務を減らそう 

・ハラスメントを許さない職場風土を作ろう 

・多様な働き方ができる職場にしよう 
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４ 数値指針 

 本プランが実施され、市の取り組みを通じて市民や団体、地域、事業所における男

女共同参画が実現した結果として実現する姿を、次のとおり数値指針として示しま

す。進捗状況は市の調査やアンケート等で把握し、指針の達成に向けて必要な対応を

行います。 

項 目 
現状値 

（令和 7年度） 

目標値 

（令和 12年度） 

基本目標１ 男女ともにあらゆる分野で活躍できる基盤づくり 

a.審議会等における女性の割合 26.7％ 30％以上 

b.女性がいない審議会等の数 ９ ０（解消） 

c.敦賀市役所における管理職に占める女性の割合

（課長職相当以上の管理職） 
16.9％ 20％以上 

d.「現在の政治や経済に女性の意見が反映されて

いる」と思う市民の割合 
24.1％ 35％以上 

基本目標２ 男女がともに支え合い、安心・安全に暮らせる環境づくり 

e.市内事業所における管理職の占める女性の割合 

（課長職相当以上の管理職） 
11.2％ 15％以上 

f.「管理職になりたい」と思う女性の割合 14.7％ 20％以上 

g.「家庭と両立しながら働きやすい」と思う市民 

の割合 
23.2％ 40％以上 

h.１週間当たりの男性の平均家事等（家事・子育 

て・介護）の参画時間 
11.25 時間 14時間以上 

i.市内事業所の有給休暇取得率 ※ 78.8％ 80％以上 

j.「敦賀市女性相談窓口」の認知度 25.0％ 40％以上 

k.ＤＶ・デートＤＶ被害経験者のうち、だれ（ど

こ）にも相談しなかった人の割合 
50.0％ 40％以下 

l.社内または社外にハラスメントの相談窓口を設

置している事業所の割合 
80.0％ 85％以上 
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基本目標３ 多様性を尊重する社会への意識づくり 

m.「現在の社会は全体として男女平等である」と

思う市民の割合 
12.1％ 20％以上 

n.「敦賀市パートナーシップ宣誓制度」の認知度 12.3％ 20％以上 

o.現在の敦賀市が「LGBTQ＋の人にとって暮らし 

やすい」と思う市民の割合 
6.6％ 15％以上 

［進捗状況の把握は市民及び事業所へのアンケート調査による（a,b,c を除く）。14 ページ参照。］ 

※ 算定方式：［全取得日数／全付与日数（繰越日数を含まない）］を百分率に換算。アンケート調査

とは別に敦賀市役所の進捗状況は実績によっても把握する。  
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第２章 プラン策定の背景 
  



１ つるが男女共同参画プラン策定の経緯 

 

 男女共同参画社会基本法が平成 11 年（1999 年）６月 23日に施行され、翌平成 12

年（2000 年）には、国において男女共同参画基本計画が策定されました。 

 本市においても、平成 12 年に男女共同参画の担当部署を設置して以降、平成 14 年

（2002 年）に「つるが男女共同参画プラン」を策定し、平成 16年（2004 年）には

「敦賀市男女共同参画推進条例」を制定、平成 17 年（2005 年）には「敦賀市男女共

同参画都市」宣言を行うなど、男女共同参画の推進に向けた取り組みを進めてきまし

た。  

 「つるが男女共同参画プラン」は、策定以来、社会情勢の変化や市民のニーズに対

応するため、定期的に見直しを行ってきました。平成 23 年（2011 年）に第２次プラ

ン、平成 28 年（2016 年）に第３次プランを策定し、令和 3年（2021 年）に策定した

第４次つるが男女共同参画プランでは、平成 28年（2016 年）に施行された「女性の

職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）」に基づく推進計画を包

含した計画として、働く場をはじめとするあらゆる分野において女性参画・女性活躍

を推進するため、各種施策を展開してきました。 

しかしながら、政策決定・推進の場におけるジェンダー不平等の解消は依然として

十分とはいえず、職場や家庭生活等における男女格差も依然として大きい状況にあり

ます。また、これらの背景には固定的な性別役割分担意識が根強く存在しており、課

題は依然として多く残されています。令和 7年（2025 年）に実施した「敦賀市男女共

同参画に関するアンケート」においても、男女の立場における不平等感がいまだ根強

く残っていることがうかがえます。 

 また、令和 6年（2024 年）には「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律

（女性支援新法）」が施行され、女性が日常生活又は社会生活を営む上で、女性である

ことにより様々な困難な問題に直面することが多い現状を踏まえ、社会問題となって

いるＤＶやハラスメント、生活困窮など、困難な問題を抱える女性への支援に関する

施策を一層推進することが求められています。 

 今回新たに策定した「第５次つるが男女共同参画プラン」は、これらの社会情勢の

変化を踏まえるとともに、市民や市内事業所へのアンケート調査結果や意見等を反映

し、市内の各種団体や事業所、公募市民、学識経験者等からなる第５次つるが男女共

同参画プラン策定委員会において検討を行い、取りまとめたものです。 

 本プランに基づき、すべての人が、性別にかかわらず自分らしく、安心・安全に暮

らしていくことができる男女共同参画社会の実現に向け、計画的かつ着実に取り組み

を推進していきます。  
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２ 敦賀市の現状 

（１）統計データからみる現状 

①人口の状況 

 本市の人口はここ数年、毎年１％前後の割合で減少を続けており（図１）、令和 7

年 3月末現在で 61,911 人となっています。また、年齢 3区分別人口構成の推移をみ

ると、年少人口（15 歳未満）、生産年齢人口（15～64 歳）は年々減少しているのに

対し、老年人口（65 歳以上）は 18,000 人台で大きな変化はなく、総人口の減少に

伴いその比率は年々増加しています。(図２) 

 

（図１）敦賀市の人口（人数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

    資料：住民基本台帳（各年３月末日現在）    

（図２）敦賀市の人口（年代別構成比） 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：住民基本台帳（各年３月末日現在）    
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 令和７年の人口構成を男女別・年齢別にみると、年少人口と生産年齢人口では男

性が女性を上回っているのに対し、老年人口では、平均寿命の差などもあり女性が

男性を大きく上回り、結果総人口でみると、女性が男性を上回っています。（図３） 

（図３）敦賀市の人口ピラミッド（令和７年３月末現在） 

 
資料：住民基本台帳（令和７年３月末日現在） 

 

  

947 

1,265 

1,435 

1,530 

1,549 

1,587 

1,554 

1,755 

1,915 

2,223 

2,435 

2,053 

2,033 

1,993 

2,085 

1,969 

1,181 

625 

296 

70 

1,004 

1,170 

1,394 

1,443 

1,374 

1,308 

1,369 

1,556 

1,822 

2,048 

2,382 

2,011 

1,987 

2,069 

2,198 

2,277 

1,646 

1,213 

806 

334 

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500

05001,0001,5002,0002,500

0-4歳

5-9歳

10-14歳

15-19歳

20-24歳

25-29歳

30-34歳

35-39歳

40-44歳

45-49歳

50-54歳

55-59歳

60-64歳

65-69歳

70-74歳

75-79歳

80-84歳

85-89歳

90-94歳

95歳-

（年齢） 

0        500      1,000     1,500     2,000     2,500 

男性：30,500 人 女性：31,411 人 

老年人口:男 

8,219 人 

老年人口:女 

10,543 人 

生産年齢人口:男 

18,634 人 

生産年齢人口:女 

17,300 人 

年少人口:男 
3,647 人 

年少人口:女 
3,568 人 

（人） （人） 

-9-



②世帯の状況 

世帯数は単身世帯の増加等を理由に増加傾向にあり、令和 2年で 27,769 世帯とな

っています。1世帯あたりの平均構成員数は減少を続けています。（図４） 

（図４）敦賀市の一般世帯数と世帯類型別世帯数 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査  

 

 

さらに世帯類型別世帯数についてより詳細にみると、核家族世帯のうち、母親と

20 歳未満の子からなる「母子世帯」はやや減少傾向にあり、令和 2年では 367 世帯

となっています。同様に「父子世帯」については、概ね横ばいで推移し、令和 2年

では 43 世帯となっています。（図５） 

単独世帯のうち、65 歳以上の単独世帯は大きく増加し、令和 2年では 3,398 世帯

となりました。これは敦賀市の全世帯の約 12％にあたります。 

（図５）敦賀市の母子世帯・父子世帯・65 歳以上の単独世帯の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 資料：国勢調査  
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③就労等の状況 

  本市の女性の年齢階級別の労働力率（15 歳以上人口に占める就業者および完全失

業者の割合）は、25 歳以上のほとんどの年代で上昇しています。また、労働力率

は、出産・育児期にあたる年代に一旦低下し、育児等が落ち着いた時期に再び上昇

する、いわゆる「Ｍ字カーブ」の状態が続いています。（図６） 

（図６）敦賀市の女性の労働力率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

資料：国勢調査  

 

  全国や福井県での令和２年の年齢階級別労働力率と比較すると、特に 20～60 歳に

おいて全国より労働力率は高くなっていますが、福井県との比較においては 15～19

歳の年齢階級を除いてすべて低い傾向となっており、またＭ字カーブの「窪み」の

落ち込みも福井県より大きくなっています。（図７） 

（図７）女性の年齢階級別労働力率（国・県との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査  
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男女別の雇用者の雇用形態の状況をみると、本市の働く女性の正規雇用率は

45.7％で、全国平均の 48.0％に比べて 2.3 ポイント、福井県の 54.6％からは 8.9 ポ

イント低くなっています。一方で、本市の男性の正規雇用率は 86.3％で、全国平均

（81.6％）、福井県（83.2％）と比較し高くなっており、男女の格差がより顕著に表

れています。（図８） 

（図８）男女別雇用形態の割合（国・県との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査  

  

  夫婦のいる世帯全体に占める共働き世帯の割合（共働き率）の推移をみると、本

市はすべての調査実施年で全国平均を上回っていますが、福井県平均を大きく下回

っており、令和２年の共働き率は県内の市町で最も低い結果となりました。 

  Ｍ字カーブの状況とあわせて、引き続き改善が必要と考えられます。 

 （図９）夫婦のいる世帯全体に占める共働き世帯の割合（国・県との比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査  
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④女性の参画状況 

本市の審議会等委員に占める女性割合は、第４次プランの策定前と比較すると、

令和７年の実績値はわずかながら上昇しています。しかし、その間には女性割合が

落ち込んだ時期もあります。（図９） 

また、敦賀市役所職員における管理職（課長級以上）に占める女性割合は、令和

２～３年時には第４次プランの目標値としていた 20％を達成していましたが、その

後再び 20％を割り込み、ここ数年は下降傾向にあります。（図 10） 

これらの点から、市政における女性の参画は喫緊の課題と考えられます。 

（図９）敦賀市の審議会等委員に占める女性の割合  （図 10）敦賀市役所における女性の管理職の割合 

 

 

 

 

 

 

資料：敦賀市調査（毎年 4月 1 日現在）        資料：敦賀市特定事業主行動計画の実施状況 

（毎年 4月 1 日現在） 

管理的職業従事者（会社役員、会社管理職員、管理的公務員等）に占める女性の

割合について、敦賀市では令和 2年時点で 14.6％（全国：15.7％、福井県 13.7％）

となっています。全国や敦賀市では平成 27 年から令和 2年にかけて女性割合は減少

していますが、長期的にみて女性割合は増加傾向にあります。（図 11） 

 （図 11）管理的職業従事者に占める女性の割合（国・県との比較） 
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（２）市民・事業所アンケートからみる現状 

本プランを策定するにあたり、職場や家庭生活、地域社会等における男女共同参

画に関する市民の意識や進捗状況等を調査し、過去のアンケート調査や国の調査等

との比較・検証により、本市における課題や今後の施策展開のための基礎資料とす

ることを目的に、本市では下記のとおりアンケート調査を実施しました。 

 

① 調査の概要 

【調査対象および調査方法】 

調査対象 市民調査：市内に居住する満 18歳以上の男女 1,800名を無作為抽出 

事業所調査：市内に所在する事業所 100社を無作為抽出 

調査方法 調査票を郵送の上、記入後に回収（郵送法） 

調査票を郵送の上、電子申請システムによるオンライン回答 

調査期間 令和７年１月 27日～２月 17日 

 

【回収の結果】 

 市  民 事 業 所 

票数 回収率 票数 回収率 

配布票数 1,800件 － 100件 － 

回収票数 593件 32.9％  49件 49.0％ 

 

  なお、市民調査の内、性別「その他」の回答数は 1件であり、性別による回答傾

向の比較を行うには収集データ数が不十分ですので、性別「その他」の回答結果は

本書では掲載しておりません。  

ただし、「全体」の回答の中には、性別「その他」の回答も含まれています。 

  また、グラフ中の数値は、端数処理の都合上、内訳と合計が一致しない場合があ

ります。 
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◆職場における女性参画・女性活躍について 

●ライフステージの節目を迎えた際の働き方の選択（市民調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●事業所が望む、ライフステージの節目を迎えた従業員の働き方（事業所調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・男性では、「勤務条件等を変えず、働き続けている(働いた) [育児休業・介護休業

等の取得をして継続した場合を含む]」が 51.3％と過半数を占めているのに対し、

女性では、「結婚や妊娠・出産、子育て、介護等を機にいったん仕事をやめ、その

後パートタイムで働いている（働いた）」が 23.1％で最も高くなっています。 

・女性では、約７割の人が、ライフステージの節目に一度仕事をやめたと回答して

います。 

・事業所がライフステージの節目を迎えた従業員にどのような働き方を望むかにつ

いては、「勤務条件などを変えず、ずっと働く(育児休業・介護休業等の取得をし

て継続した場合含む)」が最も高く 71.4％、次いで「勤務条件などを変えて、ずっ

と働く（フルタイムからパートタイムへの変更など）」が 22.4％となっています。 

71.4% 22.4%

その他 2.0%

無回答 4.1%
0% 20% 40% 60% 80% 100%

勤務条件などを変えず、ずっと働く(育児休業・介護休業等の取得をして継続した場合を含む)
勤務条件などを変えて、ずっと働く（フルタイムからパートタイムへの変更など）
結婚を機に退職する
妊娠・出産を機に退職する
家族の介護を機に退職する
ライフステージの節目でいったん退職し、育児や介護が落ち着いた時点で退職前相当の勤務条件で再雇用
ライフステージの節目でいったん退職し、育児や介護が落ち着いた時点で退職前と異なる勤務条件で再雇用
その他
無回答

6.4%

18.3%

7.1%

15.0%

5.8%

4.0%

6.4%

7.0%
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23.1%

51.3%

22.3%

5.1%

5.5%

0.4%

3.2%

2.2%

3.2%

2.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

結婚を機に仕事をやめた
妊娠・出産や子育てを機に仕事をやめた
家族の介護を機に仕事をやめた
結婚や妊娠・出産、子育て、介護等を機にいったん仕事をやめ、その後フルタイムで働いている(働いた)
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     ライフステージの節目での働き方の選択について 

「男女の選択の違い」「市民と事業所とのギャップ」  注目！  
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●女性の管理職がいる市内事業所の割合／管理職に占める女性の割合（事業所調査） 

 

 

 

 

 

 ＜女性管理職の状況（課長級以上）＞ 

 該当事業所・該当者／全体 割合 

①女性の管理職がいる事業所の割合 29事業所 ／49事業所 59.2 ％ 

②女性の管理職の割合が 30％以上の 
事業所の割合 

９事業所 ／49事業所 18.4 ％ 

③回答のあった事業所全体における 
女性管理職の割合 62人 ／555人 11.2 ％ 

 ＜女性管理職の状況（係長級以上）＞ 

 該当事業所・該当者／全体 割合 

①女性の管理職がいる事業所の割合 38事業所 ／49事業所 77.6 ％ 

②女性の管理職の割合が 30％以上の 
事業所の割合 13事業所 ／49事業所 26.5 ％ 

③回答のあった事業所全体における 
女性管理職の割合 109人 ／880人 12.4 ％ 

 

 

●管理職のうち女性の管理職の割合についての今後の方針（事業所調査） 

※「女性管理職の割合が管理職全体の 30％未満」の事業所が対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.0% 57.5% 7.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

増加させる予定である ・増加させている
特に変更する予定はない・不明である
減少させる予定である ・減少させている
無回答

・前回調査に比べ、女性の管理職がいる市内事業所の割合は、課長相当職以上の女

性管理職がいる事業所が 59.2％、係長相当職以上の女性管理職がいる事業所が

77.6％と、前回調査に比べて飛躍的に増加する結果となりました。 

・管理職に占める女性の割合は、課長級以上で 11.2％、係長級以上で 12.4%となっ

ています。 

 

 

・女性管理職の割合の今後の方針については、「特に変更する予定はない・不明であ

る」が 57.5％、「増加させる予定である・増加させている」が 35.0％となってい

ます。 
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●女性管理職が少ない（いない）理由（事業所調査） 

※女性管理職の割合の今後の方針について「変更する予定はない・不明」と回答した事業所が対象 
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管理職の業務はハードで、女性には向いていない

家庭の事情があるため、女性は管理職には向いていない

事業所の主な業種が男性中心の業種のため、

女性が管理職に就くことはむずかしい

管理職になるための教育訓練を行っていない

女性従業員自身が管理職に就くことを希望しない

上司や同僚、部下となる従業員が、女性管理職に

抵抗がある

顧客が女性管理職を嫌がる

女性の登用に対する会社の機運が低い

その他

特に理由はない

無回答

・女性管理職が少ない(または、いない)理由としては、「女性従業員が少ない」が最

も高く 78.3％、次いで「管理職になるために必要となる知識と経験を有する女性

が少ない、またはいない」が 34.8％、「女性従業員自身が管理職に就くことを希望

しない」が 30.4％となっています。 

     女性従業員が少ない事業所も 

同様の対応が必要？ 
 注目！  
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●自身が管理職になることについてどう考えるか（市民調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●管理職になりたいと思う理由（市民調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.8%

39.0%

14.7%

47.4%

38.6%

54.9%

16.2%

12.5%

19.1%

10.6%

9.9%

11.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

男性

女性

管理職になりたい 管理職になりたくない わからない 無回答

・全体では、「管理職になりたくない」の割合が約半数を占めています。 

・男女別に見ると、男性では「管理職になりたい」と「管理職になりたくない」が

ほぼ同割合であるのに対し、女性では「管理職になりたくない」が「管理職にな

りたい」を大きく上回っています。 

・男女とも最も高いのは「給与を上げたいから」（男性 37.7％、女性 29.8％）で、

次点は男性では「自分を成長させたいから」（18.9％）であるのに対し、女性では

「自分の能力を活かしたいから」（27.7％）となっています。 

37.7%

29.8%

18.9%

17.0%

11.3%

12.8%

4.7%

4.3%

17.0%

27.7%

7.5%

4.3%

2.8%

2.1%

2.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

給与を上げたいから

自分を成長させたいから

仕事の幅を広げたいから

周囲の役に立ちたいから

自分の能力を活かしたいから

裁量の大きな仕事にチャレンジしたいから

家族や友人、上司など周囲の人から認めてもらいたいから

その他
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●管理職になりたくないと思う理由（市民調査） 

 

 

 

 

 

 

 

  

●現在の敦賀市が『女性にとって働きやすい状況にある』と思う市民の割合（市民調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・男性では「仕事量や残業時間が増えそうだから」が最も高く 22.9％、次いで「責

任が重くなるのが嫌だから」が 19.0％となっており、「自分の能力に自信がないか

ら」は 9.5％と低めなのに対し、女性では「責任が重くなるのが嫌だから」が

26.9％と最も高く、次いで「自分の能力に自信がないから」が 24.0％となってお

り、男女で異なる傾向にあります。 

19.0%

26.9%

22.9%

13.7%

9.5%

24.0%

9.5%

20.0%

12.4%

6.9%

7.6%

2.3%

13.3%

5.1%

4.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

責任が重くなるのが嫌だから

仕事量や残業時間が増えそうだから

自分の能力に自信がないから

仕事と家庭の両立が困難だから

出世に興味がないから

やりたい仕事ができなくなるから

現在の職場環境（組織、上司、風土など）では管理職になりたくないから

その他

・全体では、「働きやすいと思う」の割合が「働きにくいと思う」より高いものの、

「わからない」が最も高く４割を占めています。 

・男女別に見ると、女性の方が「働きやすいと思う」の割合が高くなっています。 

・前回調査（Ｒ１）との比較では、前回調査は「働きにくいと思う」が「働きやす

いと思う」を上回っていましたが、今回調査は「働きやすいと思う」が「働きに

くいと思う」を上回る結果となりました。 

27.8%

22.4%

32.6%

24.1%

23.9%

24.1%

41.3%

48.2%

35.4%

6.7%

5.5%

7.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

男性

女性

37.4%

27.8%

51.5%

24.1%

9.7%

41.3%

1.3%

6.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回（R1）調査

今回調査

働きやすいと思う 働きにくいと思う わからない 無回答

     能力が備わっていても、職場や家庭

の環境等から、管理職になれない、

または管理職を希望していない女性

が一定数いると想定されます 

 注目！   
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●性別に関係なく従業員が活躍するために実施している取り組み（事業所調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

22.4%

16.3%

22.4%

40.8%

57.1%

14.3%

59.2%

38.8%

14.3%

63.3%

20.4%

40.8%

4.1%

51.0%

0.0%

12.2%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80%

女性の活躍に関する担当部局、担当者を設け

る等、企業内での推進体制を整備している

女性が働きやすい職場環境やキャリアコース

を整備し、女性を配置している

女性の採用・募集を拡大している

性別により評価することがないよう、

人事考課基準を明確に定めている

業務に必要な知識や能力、資格取得のため

の教育や研修を性別に関係なく実施している

男性管理職に対し、女性が活躍すること

の重要性について啓発を行っている

性別に関係なく意見や要望を

言いやすい環境を整備している

性別に関係なくモチベーションや就業

意識を高めるための研修を行っている

体力面での個人差を補う設備を整えるなど、

働きやすい職場環境づくりを行っている

育児休暇・時短制度等の仕事と家庭を

両立させるための制度を充実させている

女性特有の健康管理対策を行っている

男性従業員が育児や介護のために休暇を

取りやすいように職場環境を整備している

従業員のために企業内に託児所

や保育所等を設けている

ハラスメント等を防止・根絶するため

の職場環境整備や研修を行っている

その他

特に何も行っていない

無回答

・ 「育児休暇・時短制度等の仕事と家庭を両立させるための制度を充実させている」

が最も高く 63.3％、次いで「性別に関係なく意見や要望を言いやすい環境を整備

している」が 59.2％、「業務に必要な知識や能力、資格取得のための教育や研修を

性別に関係なく実施している」が 57.1％となっています。 
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◆仕事と生活（家庭）の調和について 

（１）職場における男女の格差の状況 

●従業員の所定内給与額（月額）の平均値（事業所調査） 

 

 

 

 

 

 

 

①正社員 

 

 

 

 

②正社員以外 

 

 

 

 

 

●市内事業所における令和５年度（令和５年４月１日～令和６年３月 31日）の正社員

１人あたり・1月あたりの平均的な残業時間（事業所調査） 

 

 

 

 

 

 

・ 正正社員 では、男性は「31～35 万円」の割合が最も高く 32.7％、次いで「26～

30 万円」の割合が 16.3％となっています。女性は「21～25 万円」の割合が最も高

く 28.6％、次いで「20万円以下」の割合が 22.4％となっており、女性の方が給与

水準が低くなっています。 

・ 正正社員以外 では、男性は「10 万円以下」の割合が最も高く 30.6％、「11～15 万

円」の割合が 18.4％となっています。女性は「10 万円以下」の割合が最も高く

42.9％、「11～15 万円」の割合が 14.3％となっています。 

2.0%

22.4%

8.2%

28.6%

16.3%

18.4%

32.7%

8.2%

12.2%

2.0%

10.2%

2.0%

18.4%

18.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

20万円以下 21～25万円 26～30万円 31～35万円 36～40万円 41万円以上 無回答

30.6%

42.9%

18.4%

14.3%

10.2%

10.2%

4.1%

6.1%

8.2% 6.1%

2.0%

22.4%

24.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

10万円以下 11～15万円 16～20万円 21～25万円 26～30万円 31万円以上 無回答

・男性では「11～15 時間」が最も高く 26.5％、次いで「６～10 時間」が 20.4％と

なっているほか、男性の平均値が「31 時間以上」とする事業所もあります。 

・女性では「０～５時間」が 51％と半数を占めています。 

18.4%

51.0%

20.4%

20.4%

26.5%

6.1%

4.1%

6.1%

16.3%

6.1%

2.0%

12.2%

10.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

0～5時間 6～10時間 11～15時間 16～20時間 21～30時間 31時間以上 無回答
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（２）家庭生活について 

●家庭生活での夫婦の分担について＜実情＞（前回調査との比較）（市民調査） 

①生活費を得る 

「主に妻」よりも「主に夫」が大きく上回る傾向に大きな変化はみられませんが、

経年的に「夫と妻と同程度」の割合が上昇しています。 

 

 

 

 

 

②炊事・掃除・洗濯 

 「主に夫」よりも「主に妻」が大きく上回る傾向に大きな変化はみられませんが、

経年的に「夫と妻と同程度」の割合が上昇しています。 

 

 

 

 

 

③町内会・自治会への参加 

 「主に妻」よりも「主に夫」が上回る傾向が前回調査よりも強まっています。 

 

 

 

 

 

④乳幼児の世話 

「主に夫」よりも「主に妻」が大きく上回る傾向に大きな変化はみられませんが、

経年的に「夫と妻と同程度」の割合が上昇しています。 

 

 

 

 

 

 

64.5%

68.0%

4.7%

4.5%

30.3%

25.9%

0.5%

1.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

前回（R1）調査

主に夫 主に妻 夫と妻が同程度 他の家族が中心

2.7%

2.2%

73.5%

83.0%

21.8%

13.0%

1.9%

1.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

前回（R1）調査

主に夫 主に妻 夫と妻が同程度 他の家族が中心

47.3%

35.6%

27.2%

30.4%

22.3%

30.8%

3.2%

3.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

前回（R1）調査

主に夫 主に妻 夫と妻が同程度 他の家族が中心

2.7%

2.1%

61.6%

72.2%

34.2%

19.6%

1.4%

6.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

前回（R1）調査

主に夫 主に妻 夫と妻が同程度 他の家族が中心
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⑤子どものしつけや教育 

「夫と妻が同程度」の割合が最も高いという傾向に変化はありませんが、経年的に

「夫と妻が同程度」の割合が上昇し、「主に妻」の割合は低下しています。また「主に

夫」はいずれの調査でも回答がありませんでした。 

 

 

 

 

 

⑥親や家族の介護・看護 

 前回調査と比較し「主に夫」の割合が上昇し、「主に妻」「夫と妻が同程度」の割合

が低下しています。 

 

 

 

 

 

 

●家庭生活での夫婦の分担について＜理想＞（前回調査との比較）（市民調査） 

①生活費を得る 

前回調査では「主に夫」が「夫と妻が同程度」を上回っていましたが、今回調査で

は「夫と妻が同程度」が「主に夫」を上回る結果となりました。 

 

 

 

 

 

②炊事・掃除・洗濯 

前回調査では「主に妻」が「夫と妻が同程度」を上回っていましたが、今回調査で

は「夫と妻が同程度」が「主に妻」を上回る結果となりました。 

 

 

 

 

 

41.2%

45.4%

56.5%

49.3%

2.4%

5.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

前回（R1）調査

主に夫 主に妻 夫と妻が同程度 他の家族が中心

21.2%

4.8%

40.9%

57.9%

25.8%

33.3%

12.1%

4.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

前回（R1）調査

主に夫 主に妻 夫と妻が同程度 他の家族が中心

45.0%

57.9%

6.3%

2.7%

48.7%

39.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

前回（R1）調査

主に夫 主に妻 夫と妻が同程度

5.4%

2.5%

39.6%

49.3%

55.0%

48.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

前回（R1）調査

主に夫 主に妻 夫と妻が同程度
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●１週間あたり家事等（家事、育児・子育て、介護・看護）にかける時間 

 （市民調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）家庭と仕事の両立 

●現在の敦賀市が『家事や育児、介護等と両立しながら働きやすい』と思う市民の割

合（市民調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・男性の平均が「11.25 時間」、女性の平均が「30.16 時間」となっています。 

・特に「家事」で男女の差が３倍以上と大きくなっています。 

6.98

22.53

2.76

5.8

1.51

1.83

0 10 20 30

男性

女性

家事 育児・子育て 介護・看護

11.25 時間 

30.16 時間 

（時間） 

23.8%

21.3%

26.0%

39.8%

39.7%

39.8%

33.1%

35.7%

30.7%

3.4%

3.3%

3.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

男性

女性

31.7%

23.8%

57.7%

39.8%

9.3%

33.1%

1.3%

3.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回（R1）調査

今回調査

働きやすいと思う 働きにくいと思う わからない 無回答

・全体では、「働きにくいと思う」が約４割を占めており、「働きやすいと思う」の

割合は 23.8％となっています。  

・男女別では、女性の方が「働きやすいと思う」と思う割合が高くなっています。 

・前回調査との比較では、「働きやすいと思う」の割合は減少していますが、「働き

にくいと思う」の割合も同様に減少しており、その一方で「わからない」の割合

が大きく増加しています。 
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●『家事や育児、介護等と両立しながら働きやすい職場』を実現するために必要なこ

と（市民調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 「育児休業・介護休業制度を取得しやすい環境をつくる」が最も高く 59.9％、次い

で「育児休業・介護休業中の賃金その他の経済的支援を充実する」が 46.0％とな

っています。 

28.3%

59.9%

28.0%

46.0%

21.2%

17.4%

39.0%

37.3%

3.7%

4.9%

0% 20% 40% 60% 80%

年間労働時間を短縮する

育児休業・介護休業制度を

取得しやすい環境をつくる

育児や介護のために

退職した人を再雇用する

育児休業・介護休業中の賃金

その他の経済的支援を充実する

地域の保育施設や保育時間の

延長など保育制度を充実する

放課後児童クラブなど学童保育

を支援する制度を充実させる

在宅勤務やフレックスタイム制

など柔軟な勤務制度を導入する

女性が働くことや男性が家事をすること

に対し、家族や周囲が理解や協力をする

その他

無回答
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●男性の家事・育児・介護等への参加を促進するために重要なこと（市民調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●市内事業所における令和５年度（令和５年４月１日～令和６年３月３１日）の年次

有給休暇の正社員１人あたりの平均付与日数及び平均取得日数、有給休暇得率 

（事業所調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 「夫婦間、パートナー間のコミュニケーションを図ること」が最も高く 58.9％、次

いで「正男性も家事や育児、介護等を行うことは当たり前である という考えが社

会に広まること」が 53.6％、「相手の家事・育児、介護等に完璧を求めず、相手の

やり方を尊重すること」が 41.5％となっています。 

58.9%

41.5%

53.6%

32.4%

19.4%

11.3%

23.8%

18.7%

10.5%

11.5%

4.6%

0% 20% 40% 60% 80%

夫婦間、パートナー間のコミュニケーションを図ること

相手の家事・育児、介護等に完璧を求めず、

相手のやり方を尊重すること

「男性も家事や育児、介護等を行うことは当たり前

である」という考えが社会に広まること

「家事や育児、介護等は女性の役割」といった

性別による無意識の思い込みに気づくこと

男性の家事や育児、介護等のスキルが高まること

男性に対する自治体等の家事や育児、介護等の

サポート情報の発信

各企業が働き方改革など労働環境整備や意識（風土）

の醸成を高めること

男女間の賃金格差等の是正が図られること

育児休業制度の義務化

学校教育による理解促進

無回答

4.1%

6.1%

12.2%

36.7%

8.2%

32.7%

67.3%

22.4%

6.1% 2.0%

2.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平均付与日数

平均取得日数

5日以下 6～10日 11～15日 16～20日 21日以上 無回答

・年次有給休暇の平均付与日数は、「16～20 日」が最も高く 67.3％、次いで「６～

10 日」の 12.2％となっています。 

・平均取得日数は「６～10 日」が最も多く 36.7％、次いで「11～15 日」で 32.7％

となっています。 
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平均付与日数 

(A) 
平均取得日数 

(B) 
有給休暇取得率 

(B)/(A) 

事業所単位 ※1 17.28 日 11.65 日 67.4 ％ 

従業員単位 ※2 17.66 日 13.92 日 78.8 ％ 

   ※1…事業所単位の「取得日数」の平均値の合計／事業所単位の「付与日数」の平均値の合計 

   ※2…平均付与日数｛ （事業所単位の「平均付与日数」×当該事業所の正社員数）の合計｝／正社員数の合計 

平均取得日数｛（事業所単位の「平均取得日数」×当該事業所の正社員数）の合計｝／正社員数の合計 

 

●子育てを応援する取り組みとして市内事業所が実施していること（事業所調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

75.5%

53.1%

59.2%

57.1%

20.4%

2.0%

4.1%

10.2%

8.2%

2.0%

10.2%

6.1%

2.0%

2.0%

10.2%

10.2%

14.3%

10.2%

12.2%

10.2%

2.0%

12.2%

6.1%

20.4%

18.4%

16.3%

55.1%

77.6%

81.6%

55.1%

10.2%

2.0%

8.2%

12.2%

16.3%

14.3%

12.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

育児休業制度

子どもの看護休暇（有給休暇）

配偶者出産休暇（有給休暇）

育児のための短時間勤務制度

フレックス制勤務

保育サービス利用料の援助

従業員向け企業内託児所・保育所等

男性の家事・育児参画促進制度

実施している(5年以上) 実施している(5年未満) 実施を検討中 実施も検討もしていない 無回答

・実施している取り組みで最も高いのは「育児休業制度」で 83.7％となっており、

次いで「配偶者出産休暇（有給休暇）」が 69.4％、「育児のための短時間勤務制

度」が 63.2％、「子どもの看護休暇（有給休暇）」が 55.1％となっています。 

・一方、「保育サービス利用料の援助」や「従業員向け企業内託児所・保育所等」は

「実施も検討もしていない」が７割以上と高くなっています。 

・有給休暇取得率は、回答のあった事業所ごとの平均値から算出した全体の有給休

暇取得率（事業所単位の取得日数の平均値の合計／事業所単位の付与日数の平均

値の合計）は 67.4％、従業員単位として、従業員数を考慮して算出した有給休暇

取得率（（事業所単位での取得日数の平均値×正社員数）の合計／（事業所単位で

の付与日数の平均値×正社員数）の合計）は 78.8％となっています。 
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●市内事業所における従業員の育児休業の取得状況（令和５年度・事業所調査） 

 

 取得者／対象者 取得率 

① 全  体 53人 ／72人 73.6 ％ 

② うち男性 27人 ／46人 58.7 ％ 

③ うち女性 26人 ／26人 100 ％ 

 

●市内事業所における従業員の育児休業の取得期間（令和５年度・事業所調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

●男性の育児休業増加のために必要なこと（市民調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.3%

16.2%

14.7%

27.2%

31.3%

23.8%

17.9%

15.1%

20.4%

13.2%

10.7%

15.4%

8.4%

7.7%

9.1%

11.3%

14.0%

9.1%

2.2%

2.2%

1.9%

4.6%

2.9%

5.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

男性

女性

育児休業の収入減の影響が少なくなる
育児休業中の代替要員の確保など、職場の体制が整備される
職場が育児休業を言い出しやすい雰囲気になる
昇進・昇格・評価など、今後のキャリアに影響がないことが保証される
育児休業の取得に対し、上司の強い後押しがある
社会的に育児休業に対する機運が高まる
その他
無回答

・男性は約６割が育児休業を取得、女性は対象者全員が育児休業を取得しています。 

・男性は取得者すべてが取得期間３か月未満、女性は取得者すべてが取得期間３か月

以上（そのうちの半数以上が取得期間１年以上）となっています。 

1週間未満

40.0%

1週間以上～2週間未満

20.0%

1か月以上～3か月未満

40.0%

3か月以上～6か月未満

5.9%

6か月以上～1年未満

41.2%

1年以上

52.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男

女

・ 「育児休業中の代替要員の確保など、職場の体制が整備される」が最も高く

27.2％、次いで「職場が育児休業を言い出しやすい雰囲気になる」が 17.9％とな

っています。 
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●従業員の介護を支援する取り組みとして実施していること（事業所調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●子どもを持つことを望む方が、子どもを生み育てやすい環境とするために必要なこ

と（市民調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.3%

57.1%
2.0%

6.1%

6.1%

2.0%

10.2%

14.3%

8.2%

16.3%

18.4%

75.5%

4.1%

4.1%

12.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

介護休業制度

介護のための短時間勤務制度

介護サービス利用料の援助

実施している(5年以上) 実施している(5年未満) 実施を検討中 実施も検討もしていない 無回答

・実施している取り組みで最も高いのは「介護休業制度」で 69.4％となっており、

次いで「介護のための短時間勤務制度」は 63.2％となっています。  

・一方、「介護サービス利用料の援助」は「実施も検討もしていない」が 75.5％と大

半を占めています。 

・全体では、「子どもの病気などの場合に、親の性別に関係なく取りやすい休暇制度

の創設」が最も高く 49.9％、次いで「子どもの出産・育児に対する手当・補助な

どの充実」が 39.3％となっています。 

38.3%

15.7%

35.1%

30.5%

39.3%

7.3%

37.8%

19.2%

49.9%

3.5%

6.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

男性の家事・育児等への参加

を推進する取り組みの充実

育児に関する情報提供や相談業務

保育園などの保育時間の延長

や0歳児（乳児）保育の充実

子どもを一時的に保育して

くれる施設の拡大・充実

子どもの出産・育児に対す

る手当・補助などの充実

出産や育児に対する

近隣の人々の応援

育児休業を取得した人に対して、休業中

にも給料が支払われるような制度の整備

事業所による自社従業員のため

の託児所や保育施設等の設置

子どもの病気などの場合に、親の性別

に関係なく取りやすい休暇制度の創設

その他

無回答
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◆ハラスメント・ＤＶについて 

●ハラスメント・ＤＶに関する用語の認知度（市民調査） 

 

 

 

 

 

 

  

82.6%

78.2%

72.7%

13.7%

22.1%

58.9%

55.3%

56.7%

6.6%

76.7%

36.6%

7.3%

7.4%

12.5%

13.2%

21.9%

19.1%

19.9%

16.9%

10.3%

8.4%

14.8%

2.2%

2.9%

8.1%

66.6%

49.6%

13.2%

17.2%

19.2%

75.7%

7.1%

42.0%

7.9%

11.5%

6.7%

6.6%

6.4%

8.9%

7.6%

7.3%

7.4%

7.8%

6.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

セクシュアル・ハラスメント

パワー・ハラスメント

マタニティ・ハラスメント

パタニティ・ハラスメント

ケア・ハラスメント

モラル・ハラスメント

カスタマー・ハラスメント

ジェンダー・ハラスメント

SOGIハラスメント

DV

デートDV

用語の意味や内容も知っている 意味や内容は知らないが用語を聞いたことはある

用語自体全く知らない 無回答

・ 「セクシュアル・ハラスメント」「パワー・ハラスメント」「マタニティ・ハラスメ

ント」「ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）」は「用語の意味や内容も知って

いる」とした方が７割を超えています。一方で、「パタニティ・ハラスメント」

「SOGI ハラスメント」の認知度は 15％未満と低い結果となっています。 
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●ハラスメント・ＤＶ被害経験等の有無（市民調査） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ＤＶ、デートＤＶ被害を誰か（どこか）に相談したか（市民調査） 

※正自分が「ＤＶ」または「デートＤＶ」の被害を受けたことがある と答えた人が対象 

 

 

  

 

 

4.0%

8.9%

1.3%

0.2%

0.2%

4.2%

3.2%

0.7%

0.3%

1.9%

0.2%

3.2%

7.4%

1.7%

0.2%

0.2%

2.7%

2.2%

0.8%

0.2%

3.2%

1.2%

0% 5% 10%

セクシュアル・ハラスメント

パワー・ハラスメント

マタニティ・ハラスメント

パタニティ・ハラスメント

ケア・ハラスメント

モラル・ハラスメント

カスタマー・ハラスメント

ジェンダー・ハラスメント

SOGIハラスメント

DV

デートDV

自分が被害を受けた

ことがある

身近な人で被害を受

けた人がいる

41.7% 50.0% 8.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

相談した だれ（どこ）にも相談しなかった 無回答

・ 「ハラスメント」では、パワー・ハラスメントが「自分が被害を受けたことがあ

る」「身近な人で被害を受けた人がいる」ともに最も高い割合となりました。 

・「ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）」では、1.9％の人が「自分が被害を受け

たことがある」と回答しています。 

・これらは、いずれも回答者自身が「ハラスメント」「ＤＶ」と認識しているものの

割合であり、自身は被害を受けたと認識していないが、実際には「ハラスメン

ト」「ＤＶ」に該当するような被害を受けている「潜在的な被害者」が一定数存在

するものと考えられます。 

・半数の人が「ＤＶ」「デートＤＶ」の被害を誰（どこ）にも相談しなかったと回答

しています。 
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●男女間の暴力（ＤＶ）の対応策として市が取り組むべきこと（市民調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.4%

59.4%

47.2%

34.2%

53.6%

39.8%

1.9%

3.2%

5.7%

43.4%

60.7%

45.2%

36.8%

50.0%

36.0%

2.2%

4.0%

4.4%

30.4%

58.6%

49.2%

32.3%

56.7%

42.9%

1.6%

2.5%

6.6%

0% 20% 40% 60% 80%

ＤＶ防止やＤＶ被害者支援

に関する啓発活動を行う

相談場所、相談窓口、相談ダ

イヤルなどの情報提供をする

女性相談事業を拡大する

（女性カウンセラーの配置）

関係機関が連携して

防止策を講じる

被害者が一時的に避難できる

場所（シェルター）を用意する

若年層への未然防止

の取り組みを進める

その他

特にない

無回答

全体

男性

女性

・ 「相談場所、相談窓口、相談ダイヤルなどの情報提供をする」が 59.4％、次いで

「被害者が一時的に避難できる場所（シェルター）を用意する」が 53.6％となっ

ていますが、飛びぬけて得票の多かった項目や得票の少ない項目はなく、多角的

な視点から対応を進めることが求められています。 
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●事業所で実施しているハラスメント対策（事業所調査） 

※「ハラスメント等を防止・根絶するために職場環境整備や研修を行っている」と回答した事業所が対象 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

84.0%

28.0%

56.0%

76.0%

48.0%

80.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

社内規定等で対応方針を定めている

対応マニュアル等を作成、運用している

ミーティング等で従業員に周知を図っている

管理職に対する研修を実施している

従業員に対する研修を実施している

社内または社外に相談窓口を設置し、周知している

行政機関等へ相談をしている

その他

無回答

・ハラスメント対策については、「社内規定等で対応方針を定めている」が最も高く

84.0％、次いで「社内または社外に相談窓口を設置し、周知している」が

80.0％、「管理職に対する研修を実施している」が 76.0％となっています。 
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◆セクシュアル・マイノリティへの理解促進について 

●性の多様性に関する用語の認知度（市民調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

●自身の性的指向（恋愛や性愛の対象となる性のこと）や性自認（自分が認識してい

る自身の性のこと）について悩んだことがある人の割合（市民調査） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.2%

21.8%
4.0%

4.2%
12.3%

19.2%

30.4%

14.3%

11.1%

21.2%

29.5%

42.5%

76.2%

79.1%

61.0%

5.1%

5.4%

5.4%

5.6%

5.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ＬＧＢＴＱ＋

ダイバーシティ

ＳＯＧＩ（ソジ）

ＡＬＬＹ（アライ）

敦賀市パートナーシップ宣誓制度

用語の意味や内容も知っている 意味や内容は知らないが、用語を聞いたことはある

全く知らない 無回答

3.9%

4.0%

3.8%

9.4%

3.8%

2.4%

7.7%

4.7%

0.7%

1.8%

91.7%

92.6%

90.9%

90.6%

90.6%

97.6%

90.4%

92.2%

94.9%

78.9%

4.4%

3.3%

5.3%

5.7%

1.9%

3.1%

4.4%

19.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

男性

女性

18-20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳代以上

悩んだことがある 悩んだことはない 無回答

・ 「LGBTQ＋」は半数に近い人が「用語の意味や内容も知っている」と回答していま

すが、それ以外の用語については認知度は低く、敦賀市が実施している「敦賀市

パートナーシップ宣誓制度」についても、「用語の意味や内容も知っている」人は

全体の 12.3％にとどまっています。 

・全体の 3.9％の人が「悩んだことがある」と回答しています。 
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●性的指向や性自認について悩んでいる理由（市民調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●LGBTQ＋に対する配慮や対応を実施している事業所の取り組み（事業所調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.0%

43.5%

21.7%

0.0%

0.0%

4.3%

17.4%

8.7%

8.7%

0% 20% 40% 60%

ＬＧＢＴＱ＋であることを相談

できる相手や相談機関がない

学校生活や職場などで差別・い

じめ・ハラスメントを経験した

自分のことを、家族や友人

等に理解してもらえない

パートナーとの関係について、職場で法律上

の夫婦と同様の福利厚生が受けられない

パートナーとの関係について、社会保障上の

家族扱いを受けられない（保険、住宅等）

自分が認識している性別で生活ができない

（トイレ等施設、制服、申請書の性別記載等）

自身のセクシュアリティを周囲にカミングアウト

するか否かの選択に迷いや不安がある

その他

無回答

14.3%

10.2%

2.0%

2.0%

6.1%

2.0%

6.1%

4.1%

6.1%

6.1%

4.1%

12.2%

8.2%

10.2%

14.3%

8.2%

10.2%

63.3%

73.5%

75.5%

73.5%

77.6%

81.6%

4.1%

4.1%

6.1%

4.1%

4.1%

6.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

性的指向・性自認に関わるハラス

メントについて社内規定等に記載

性的指向・性自認に関し相談でき

る窓口の設置

ＬＧＢＴＱ＋に関する理解促進の

ための社内研修会等の開催

採用活動におけるＬＧＢＴＱ＋への

配慮（応募書類の性別欄廃止 等）

性別を問わないトイレの設置や

自認する性別でのトイレの利用

慶弔休暇や家族手当等を同性

パートナーへ適用

実施している(５年以上) 実施している(５年未満) 実施を検討中 実施も検討もしていない 無回答

・ 「学校生活や職場などで差別・いじめ・ハラスメントを経験した」が 43.5％、次い

で「自分のことを、家族や友人等に理解してもらえない」が 21.7％、「自身のセク

シュアリティを周囲にカミングアウトするか否かの選択に迷いや不安がある」が

17.4％となっています。 

・実施している取り組みとして、「性的指向・性自認に関わるハラスメントについて

社内規定等に記載」が最も高く 20.4％、次いで「性的指向・性自認に関し相談で

きる窓口の設置」が 14.3％となっています。  

・どの項目においても「実施も検討もしていない」は６～８割を占めています。 
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●事業所において LGBTQ＋に関する取り組みを進める上での課題（事業所調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40.8%

40.8%

32.7%

20.4%

6.1%

30.6%

4.1%

16.3%

2.0%

2.0%

0% 20% 40% 60%

社内においてＬＧＢＴＱ＋についての

正しい知識や理解が足りない

当事者のニーズや意見を把握することが難しい

どのような取り組みがＬＧＢＴＱ＋の

支援となるのかが分からない

他の企業等がどのように取り組みを

進めているのか情報が得られない

どのような人に社内研修等の講師を

依頼したらよいか分からない

トイレなどハード面の環境整備に

費用や建物構造上の障壁がある

ＬＧＢＴＱ＋に関する取り組みを進めること

について顧客の理解を得られるか分からない

特に課題を感じていない

その他

無回答

・ 「社内において LGBTQ＋についての正しい知識や理解が足りない」と「当事者のニ

ーズや意見を把握することが難しい」が最も高く 40.8％、次いで「どのような取

り組みが LGBTQ＋の支援となるのかが分からない」が 32.7％となっています。 
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●現在の敦賀市が『LGBTQ＋の方にとって暮らしやすい』と思う市民の割合（市民調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6.6%

8.1%

5.3%

12.5%

7.5%

8.5%

3.8%

4.7%

5.1%

12.3%

27.3%

22.4%

31.0%

25.0%

24.5%

36.6%

26.9%

30.5%

22.8%

21.1%

59.9%

65.1%

55.8%

62.5%

60.4%

50.0%

67.3%

60.9%

64.0%

47.4%

6.2%

4.4%

7.8%

7.5%

4.9%

1.9%

3.9%

8.1%

19.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

男性

女性

18-20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳代以上

暮らしやすいと思う 暮らしやすいとは思わない わからない 無回答

・全体では、「暮らしやすいとは思わない」が 27.3％に対し、「暮らしやすいと思

う」は 6.6％と４倍以上の差となっています。 

・年代別にみると、「暮らしやすいと思う」と回答した人の割合は、18歳～40 歳代

においては他の世代より高く、50歳代～70 歳代においては低くなっています。ま

た、「暮らしにくいと思う」と回答した人の割合は、40 歳代において高くなってい

ます。 

・一方、暮らしやすいか暮らしやすくないか、それ自体「わからない」とする回答

が全体の約６割と過半数を大きく上回っています。 
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●LGBTQ＋の方が生活しやすい社会にしていくために必要なこと（市民調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・ 「学校や職場での配慮（トイレ・更衣室・制服など）」が最も高く 59.9％、次いで

「学校での性の多様性に関する教育の実施」が 56.0％、「専門の相談窓口の設置」

が 37.9％となっています。 

59.9%

37.9%

20.9%

56.0%

30.2%

21.6%

17.4%

2.5%

9.1%

11.0%

0% 20% 40% 60% 80%

学校や職場での配慮

（トイレ・更衣室・制服など）

専門の相談窓口の設置

市の広報紙やホームページ、

講演会、講座などによる啓発

学校での性の多様性

に関する教育の実施

職場での性の多様性

に関する研修の実施

敦賀市パートナーシップ宣

誓制度の推進、制度拡充

各種申請書の性別記載欄の削除

その他

特に取り組みが必要

だとは思わない

無回答
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◆男女共同参画社会について 

●男女共同参画社会に関連する用語の認知度（市民調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・ 「ジェンダー」については６割以上の人が、「ワーク・ライフ・バランス」につい

ても５割近い人が「用語の意味や内容も知っている」と回答しています。 

・一方、「アンコンシャス・バイアス」は、市でも広報紙などで周知を行っています

が、「用語の意味も内容も知っている」人は 6.4％、「まったく知らない」人が７割

を超えるなど、まだまだ周知が足りていない状況が窺えます。 

45.4%

61.2%

6.4%

19.1%

34.7%

25.0%

16.2%

20.2%

15.0%

34.7%

44.2%

37.4%

30.5%

11.3%

71.3%

37.6%

15.0%

30.7%

7.9%

7.3%

7.3%

8.6%

6.1%

6.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ワーク・ライフ・バランス

ジェンダー

アンコンシャス・バイアス

女性活躍推進法

敦賀市男女共同参画センター

敦賀市女性相談窓口

用語の意味や内容も知っている 意味や内容は知らないが、用語を聞いたことはある

全く知らない 無回答
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●災害時に男女共同参画の視点を取り入れた避難所とするために必要なこと（市民調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・ 「男女別のトイレや更衣室、物干し場など、避難者のプライバシーを確保する」が

79.4％、次いで「就寝場所や女性専用スペースを巡回警備したり、防犯ブザーを

配布するなど、安全・安心の確保に配慮する」が 48.4％、「男女のニーズに配慮し

た物資を備蓄する」が 32.9％となっています。 

79.4%

32.9%

17.2%

32.0%

12.8%

29.0%

48.4%

4.7%

17.4%

7.4%

0.7%

5.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男女別のトイレや更衣室、物干し場な

ど、避難者のプライバシーを確保する

男女のニーズに配慮した物資を備蓄する

避難生活での役割分担を性別や年齢によって

固定化しないよう注意する

避難者が自分たちで避難所を運営していくため

立ち上げる運営組織に、男女両方が参加する

避難者の中にＤＶやストーカー行為等の被害を

受ける恐れがある方が含まれる場合は、避難者

名簿への記入を求めない等の配慮を行う

備蓄品の配布にあたり、女性用品は女性担当

者から配布するなど、配布方法を工夫する

就寝場所や女性専用スペースを巡回警備した

り、防犯ブザーを配布するなど、安全・安心

の確保に配慮する

相談窓口や女性に対する暴力等の予防方法

について、避難所内にポスターを掲示する

平時から男女共に地域でのコミュニケーション

を大切にする

地域における女性防災リーダーを育成する

その他

無回答
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●「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方について（市民調査） 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.0%

4.4%

1.9%

6.3%

5.7%

2.4%

1.0%

3.9%

1.5%

5.3%

23.3%

29.0%

18.5%

9.4%

18.9%

22.0%

25.0%

23.4%

27.9%

22.8%

30.5%

29.0%

31.7%

40.6%

24.5%

31.7%

34.6%

28.1%

30.1%

26.3%

27.0%

20.6%

32.6%

28.1%

32.1%

34.1%

19.2%

25.0%

30.1%

22.8%

12.8%

13.2%

12.2%

12.5%

13.2%

8.5%

19.2%

15.6%

8.1%

12.3%

3.4%

3.7%

3.1%

3.1%

5.7%

1.2%

1.0%

3.9%

2.2%

10.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

男性

女性

18-20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳代以上

賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対 わからない 無回答

・全体では、「どちらかといえば反対」が 30.5％、次いで「反対」が 27.0％となっ

ており、これらを合わせた正反対 が約６割を占めています。  

・男女別に見ると、正反対 の割合が女性の方が高くなっています。 

・年代別では、特に 18～20 歳代において正反対 の割合が高くなっています。 

・前回調査との比較では、「賛成」と「どちらかといえば賛成」を合わせた正賛成 

（固定的な性別役割分担意識に肯定的）の割合は、前回調査時から減少していま

す。一方で、「どちらかといえば反対」と「反対」を合わせた正反対 （固定的な

性別役割分担意識に肯定的）の割合も減少していますが、減少率は正賛成 の減

少より小さくなっています。 

26.3%

32.8%

57.5%

62.6%

12.8%

3.1%

3.4%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

前回（R1）調査

賛成 反対 わからない 無回答
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●「結婚・出産をする女性が職業を持つ」という考え方について（市民調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全体では、「結婚又は出産後は、フルタイムからパートタイム勤務へ変更するなど

勤務条件等を変えて、職業を続ける方が良い」が最も高く 33.9％、次いで「結婚

して子どもが生まれた後も、勤務条件等を変えずに職業を続ける方が良い」が

32.2％となっています。 

・年代別にみると、年代が上がるに従い「結婚や出産等で一時的に職業をやめ、子

育ての時期が過ぎたら再び職業を持つ方が良い」の割合が高くなる傾向がみられ

ます。 

・前回調査との比較では、「結婚又は出産後は、フルタイムからパートタイム勤務へ

変更するなど勤務条件等を変えて、職業を続ける方が良い」の割合が前回より上

昇し、一方で「結婚して子どもが生まれた後も、勤務条件等を変えずに職業を続

ける方が良い」の割合は減少しています。 

32.2%

37.5%

27.9%

37.5%

39.6%

37.8%

36.5%

32.8%

21.3%

31.6%

33.9%

29.8%

37.3%

40.6%

30.2%

41.5%

31.7%

36.7%

33.1%

21.1%

1.3%

2.2%

0.6%

5.7%

1.0%

0.7%

1.8%

1.0%

0.7%

1.3%

2.9%

0.8%

1.5%

24.5%

24.6%

24.5%

12.5%

15.1%

13.4%

24.0%

21.9%

37.5%

31.6%

3.5%

2.2%

4.7%

6.3%

7.5%

4.9%

3.8%

3.1%

1.5%

1.8%

3.5%

2.9%

3.8%

3.1%

1.9%

2.4%

3.1%

4.4%

12.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

男性

女性

18-20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳代以上

37.0%

32.2%

20.9%

33.9%

3.1%

1.3%

4.6%

1.0%

30.6%

24.5%

2.9%

3.5%

0.9%

3.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回（R1）調査

今回調査

結婚して子どもが生まれた後も、勤務条件等を変えずに職業続ける方が良い

結婚又は出産後は、フルタイムからパートタイム勤務へ変更するなど勤務条件等を変えて職業を続ける方が良い

結婚するまでは職業を持つが、結婚後は職業をやめ、家庭に入る方が良い

出産するまでは職業を持つが、出産後は職業をやめ、家事･育児に専念する方が良い

結婚や出産等で一時的に職業をやめ、子育ての時期が過ぎたら再び職業を持つ方が良い

女性は職業を持たない方が良い

その他

無回答
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●現在の政治や経済に女性の意見が反映されていると思う市民の割合（市民調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・全体では、「あまり反映されていない」が 42.0％、次いで「ある程度反映されてい

る」が 22.4％となっています。 

・男女別に見ると、男性の方が「十分反映されている」と「ある程度反映されてい

る」を合わせた正反映されている が高くなっています。 

・前回調査との比較では正反映されている の割合が前回から減少した一方で、「あ

まり反映されていない」と「ほとんど反映されていない」を合わせた正反映され

ていない の割合は増加しています。 

1.7%

2.9%

0.6%

5.7%

1.2%

1.0%

1.6%

0.7%

1.8%

22.4%

27.9%

17.9%

22.6%

18.3%

24.0%

21.1%

24.3%

31.6%

42.0%

41.9%

42.3%

30.2%

40.2%

38.5%

47.7%

52.9%

26.3%

18.0%

15.8%

19.7%

22.6%

26.8%

20.2%

18.8%

11.0%

10.5%

100.0%

12.8%

8.1%

16.6%

13.2%

12.2%

15.4%

7.8%

8.8%

21.1%

3.0%

3.3%

2.8%

5.7%

1.2%

1.0%

3.1%

2.2%

8.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

男性

女性

18-20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳代以上

十分反映されている ある程度反映されている あまり反映されていない

ほとんど反映されていない わからない 無回答

24.1%

31.3%

60.0%

55.7%

12.8%

10.1%

3.0%

2.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回

前回（R1）調査

反映されている 反映されていない わからない 無回答
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●分野別の男女の立場の現状（市民調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

15.7%

9.9%

3.7%

6.6%

2.2%

4.9%

6.1%

5.4%

35.1%

22.3%

59.0%

26.1%

7.8%

26.3%

12.1%

12.1%

38.4%

51.9%

5.4%

48.2%

76.9%

47.6%

67.8%

69.3%

5.4%

9.1%

21.2%

12.5%

7.3%

15.2%

8.4%

7.6%

5.4%

6.7%

10.6%

6.6%

5.9%

6.1%

5.6%

5.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

家庭生活の場で

職場で

学校教育の場で

（生徒の立場）

地域社会で

政治の場で

法律、制度上で

社会通念、風潮で

全体的にみて

女性の方が優遇されている 同程度 男性の方が優遇されている わからない 無回答

・ 「学校教育の場で（生徒の立場）」は「同程度」が約６割を占めていますが、その

他の分野では「男性の方が優遇されている」の割合が高くなっています。 

・特に、「政治の場」（76.9％）や「社会通念、風潮」（67.8％）、「職場」（51.9％）

では過半数以上が「男性の方が優遇されている」と回答しており、全体的にみて

も７割近い方（69.3％）が「男性の方が優遇されている」と回答しています。 

・前回調査との比較では、「職場」では「同程度」とする割合が前回調査より増加し

ていますが、その他の分野では減少しており、特に「地域社会」や「法律、制度

上」「社会通念、風潮」において減少幅が大きくなっています。 

 

 

15.7%

18.9%

35.1%

37.0%

38.4%

33.7%

5.4%

5.1%

5.4%

5.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

前回（R1）調査

＜家庭生活の場で＞

9.9%

9.5%

22.3%

21.8%

51.9%

57.0%

9.1%

7.3%

6.7%

4.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

前回（R1）調査

＜職場で＞

3.7%

7.3%

59.0%

60.6%

5.4%

7.9%

21.2%

18.5%

10.6%

5.7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

前回（R1）調査

＜学校教育の場で（生徒の立場）＞

6.6%

7.5%

26.1%

31.5%

48.2%

45.8%

12.5%

9.7%

6.6%

5.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

前回（R1）調査

＜地域社会で＞

2.2%

2.4%

7.8%

10.1%

76.9%

73.8%

7.3%

8.1%

5.9%

5.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

前回（R1）調査

＜政治の場で＞

6.1%

7.3%

12.1%

16.1%

67.8%

61.9%

8.4%

9.5%

5.6%

5.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

前回（R1）調査

＜社会通念、風潮で＞

5.4%

5.1%

12.1%

17.8%

69.3%

62.6%

7.6%

9.5%

5.6%

5.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

前回（R1）調査

＜全体的に見て＞

4.9%

8.6%

26.3%

30.6%

47.6%

40.1%

15.2%

15.6%

6.1%

5.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

前回（R1）調査

＜法律・制度上で＞
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●男女の立場を同程度にするために重要なこと（市民調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.3%

11.4%

11.3%

21.9%

13.2%

18.3%

10.6%

9.4%

7.4%

8.8%

38.3%

40.4%

36.7%

43.8%

37.7%

39.0%

45.2%

40.6%

34.6%

26.3%

19.6%

19.9%

19.4%

15.6%

20.8%

15.9%

19.2%

20.3%

23.5%

15.8%

12.5%

8.5%

15.7%

12.5%

13.2%

8.5%

11.5%

10.2%

16.9%

14.0%

11.1%

13.2%

9.1%

7.5%

12.2%

8.7%

10.9%

14.7%

14.0%

2.4%

2.2%

2.5%

3.1%

1.9%

3.7%

1.9%

3.1%

5.3%

4.9%

4.4%

5.3%

3.1%

5.7%

2.4%

2.9%

5.5%

2.9%

15.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

男性

女性

18-20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳代以上

法律や制度上の見直しを行い、性差別につながるものを改める

性別に関する様々な偏見、固定的な社会通念、慣習・しきたりを改める

性別に関係なく経済力をつけたり、知識・技能を修得するなど、積極的に力の向上を図る

性別に関係なく就業、社会参加を支援する施設やサービスの充実を図る

政府や企業などの重要な役職に一定の割合で女性を登用する制度を採用・充実する

その他

無回答

・全体では、「性別に関する様々な偏見、固定的な社会通念、慣習・しきたりを改め

る」が最も高く 38.3％、次いで「性別に関係なく経済力をつけたり、知識・技能

を修得するなど、積極的に力の向上を図る」が 19.6％となっています。 

・男女別にみると、「性別に関係なく就業、社会参加を支援する施設やサービスの充

実を図る」の割合は女性の方が高くなっており、「政府や企業などの重要な役職に

一定の割合で女性を登用する制度を採用・充実する」は男性の方が高くなってい

ます。 

・年代別にみると、すべての年代において「性別に関する様々な偏見、固定的な社

会通念、慣習・しきたりを改める」が最も高く、また、70歳代では「「性別に関係

なく就業、社会参加を支援する施設やサービスの充実を図る」と「政府や企業な

どの重要な役職に一定の割合で女性を登用する制度を採用・充実する」が他の年

代より高くなっています。 
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●男女が共に家事、子育て、介護、地域活動に積極的に参加していくために必要なこ

と（市民調査） 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.5%

26.1%

58.2%

30.7%

36.9%

36.8%

27.2%

4.4%

14.7%

12.8%

2.4%

1.7%

4.6%

34.9%

20.6%

62.9%

31.6%

35.3%

36.4%

25.4%

5.5%

11.0%

11.4%

3.3%

1.5%

4.4%

21.0%

31.0%

54.5%

29.8%

38.6%

37.0%

28.8%

3.4%

17.9%

14.1%

1.3%

1.9%

4.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

男女が共に家事などに参加

することに対して、自分自身

の抵抗感をなくすこと

男女が共に家事などに参加

することに対して、相手

の抵抗感をなくすこと

夫婦や家族間でのコミュニ

ケーションをよく図ること

年配者やまわりの人が、男女

の役割分担等についての当事

者の考え方を尊重すること

社会の中で、男女による家

事、子育て、介護、地域活

動の評価を高めること

労働時間短縮や休暇制度を普及

することで、仕事以外の時間を

より多く持てるようにすること

男女が共に家事、子育て、

介護、地域活動に関心を高める

よう啓発や情報提供を行うこと

家庭や地域活動と仕事の

両立などの問題について

相談窓口を設けること

国や地方自治体などの研修等

により、男性の家事や子育て、

介護等の技能を高めること

子育てや介護、地域活動を

行うための、仲間（ネット

ワーク）づくりを進めること

その他

特に必要なことはない

無回答

全体

男性

女性

・全体では、「夫婦や家族間でのコミュニケーションをよく図ること」が最も高く

58.2％、次いで「社会の中で、男女による家事、子育て、介護、地域活動の評価

を高めること」、「労働時間短縮や休暇制度を普及することで、仕事以外の時間を

より多く持てるようにすること」が 36.9％となっています。 
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●男女共同参画社会をめざすために今後敦賀市が力を入れていくべきこと（市民調

査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.6%

25.1%

29.0%

22.8%

22.8%

23.8%

47.6%

5.7%

23.3%

6.1%

11.8%

28.0%

4.4%

1.7%

2.7%

5.4%

22.1%

30.9%

32.7%

26.1%

21.3%

21.7%

45.6%

6.3%

18.4%

5.9%

11.0%

25.0%

4.0%

1.1%

4.0%

5.5%

23.2%

20.4%

26.0%

20.1%

24.1%

25.7%

49.5%

5.3%

27.3%

6.3%

12.5%

30.4%

4.7%

1.9%

1.6%

5.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

男女の人権尊重を目指した

法律や制度の周知徹底を図る

地域における男女共同参画を推進する

各審議会や管理職など行政の政策や

方針決定の場へ男女偏りなく登用する

育児休業取得の促進を図る

介護休業制度の普及、充実を図る

保育サービス等を充実させて、安心

して社会参画できるようにする

介護施設・サービスを充実させて、家族

の介護と仕事を両立できるようにする

男女共同参画に関する

広報・啓発事業を実施する

教育の場で、男女の平等と相互理解・

協力についての学習を充実させる

女性や男性の生き方や悩みに

関する各種相談窓口を充実させる

女性の身体的特性（妊娠・出産等）

を保護し、保健対策を充実させる

子育てや介護などで一時的に仕事を

辞めた人の再就職を支援する

ＬＧＢＴＱ＋に配慮した

設備や制度を充実させる

その他

特にない

無回答

全体

男性

女性

・全体では、「介護施設・サービスを充実させて、家族の介護と仕事を両立できるよ

うにする」が最も高く 47.6％、次いで「各審議会や管理職など行政の政策や方針

決定の場へ男女偏りなく登用する」が 29.0％となっています。 

・男女別にみると、「地域における男女共同参画を推進する」の割合は男性の方が特

に高く、「教育の場で、男女の平等と相互理解・協力についての学習を充実させ

る」の割合は女性の方が特に高くなっています。 
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●事業所における男女平等の状況（事業所調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2.0%

2.0%

20.4%

16.3%

2.0%

10.2%

22.4%

18.4%

8.2%

12.2%

55.1%

63.3%

98.0%

91.8%

77.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

女性の職種は補助的業務に限定されている

賃金・昇進・昇格に男女差がある

男女別の定年制となっている

女性は結婚、出産で退職する慣行がある

職場での研修などに男女差がある

あてはまる どちらかといえばあてはまる どちらかといえばあてはまらない あてはまらない 無回答

・一般的な事業所における「男女平等」の状況については、「女性の職種は補助的業

務に限定されている」で「あてはまる」と「どちらかといえばあてはまる」を合

わせた正あてはまる が２割を超えており、「賃金・昇進・昇格に男女差がある」

も２割近い割合となっています。 
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●男女共同参画社会を実現していくために敦賀市が力を入れるべきこと（事業所調査） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.3%

26.5%

14.3%

20.4%

14.3%

40.8%

36.7%

12.2%

18.4%

4.1%

4.1%

22.4%

4.1%

2.0%

8.2%

10.2%

8.2%

0% 20% 40% 60%

男女の人権尊重を目指した法律や

制度の周知徹底を図る

地域における男女平等意識の啓発を図る

各審議会や管理職など行政の政策や

方針決定の場へ男女偏りなく登用する

育児休業取得の促進を図る

介護休業制度の普及、充実を図る

保育サービス等を充実させて、

安心して社会参画できるようにする

介護施設・サービスを充実させて、

家族の介護と仕事を両立できるようにする

男女共同参画に関する広報・啓発事業

を実施する

教育の場で、男女の平等と相互理解・

協力についての学習を充実させる

女性や男性の生き方や悩みに関する

各種相談窓口を充実させる

女性の身体的特性（妊娠・出産等）を

保護し、保健対策を充実させる

子育てや介護などで一時的に仕事を

辞めた人の再就職を支援する

ＬＧＢＴＱ＋に配慮した設備や制度を

充実させる

その他

わからない

特にない

無回答

・ 「保育サービス等を充実させて、安心して社会参画できるようにする」が最も高く

40.8％、次いで「介護施設・サービスを充実させて、家族の介護と仕事を両立で

きるようにする」が 36.7％、「地域における男女平等意識の啓発を図る」が

26.5％となっています。 
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３ 第４次プランの「数値指針」の達成状況 

  第４次プランでは、基本目標ごとに「数値指針」を設定し、計画の最終年度（ア

ンケート調査等で把握するものは最終年度の前年度）の数値をプランの現状値とし

て把握し、今後の施策展開等につなげることとしています。 

達成状況 目標値を達成している、または達成することが見込まれる Ａ 

 目標値に達していないが、令和２年度の実績値から改善している Ｂ 

 令和２年度の実績値から改善していない、または後退している Ｃ 

基本目標１ 女性が活躍しやすいまち 

「政策決定・推進の場における女性参画の拡大」の成果を測る指標として「審議

会等における女性の割合」は５年前の実績値から増加したものの、目標値には達し

ていません。また「敦賀市役所における女性の管理職の割合」は計画期間中に目標

値を上回った年もありましたが、令和６年４月現在の現状値は実績値を下回ってい

ます。 

「女性の管理職がいる市内事業所の割合」は、事業所へのアンケート調査の結果

として、課長級以上の女性管理職のいる事業所の割合が 59.2％となり、目標値を達

成しています。市内事業所において女性活躍の推進が進んでいることが窺えます。 

「正現在の政治や経済に女性の意見が反映されている と思う市民の割合」は市民 

へのアンケート調査の結果で 24.1％となり、前回調査から 7.2 ポイント減少し、実

績値を下回っています。 

項   目 
実績値 
(令和２) 

目標値 
(令和７) 

現状値 達成状況 

ⅰ．審議会等における女性の割合 25.8％ 30％ 26.7％ Ｂ 

ⅱ．敦賀市役所における女性の管理職の 
割合 

18.1％ 20％ 16.9％ Ｃ 

ⅲ．女性の管理職がいる市内事業所の割 
  合 

34.6％ 40％ 59.2％ Ａ 

ⅳ．「現在の政治や経済に女性の意見が反 
映されている」と思う市民の割合 

31.3％ 50％ 24.1％ Ｃ 

 基本目標２ 男女共に仕事と生活の調和ができるまち 

  「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現」の成果を測る指標と

して「家庭と両立しながら働きやすいと思う市民の割合」は市民へのアンケート調

査の結果で 23.8％となり、前回調査から 7.9 ポイント減少し、実績値を下回ってい
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ます。一方で、この設問では「働きにくい」と思う市民の割合も 17.9 ポイント減少

しており、改善の傾向も確認できます。また「有給休暇取得率」は事業所へのアン

ケート調査の結果で、従業員単位での平均値が 78.8％となり、目標値を達成してい

ます。 

  「男女が共に担う家庭生活づくり」の成果を測る指標として「１週間当たりの男

性の平均家事等（家事・子育て・介護）の参画時間」は 11.25 時間となり、目標値

には達していません。令和３年社会生活基本調査における福井県の平均家事関連時

間は男性で 1週間当たり 6.3 時間であり、当該値との比較により、目標値には達し

ていないが改善のあったものとして、達成状況を「Ｂ」とししています。 

  「男女共同参画の意識醸成」の成果を測る指標として、「正現在の社会は全体とし

て男女平等である と思う市民の割合」は市民へのアンケート調査の結果で 12.1％

となり、前回調査から 5.7 ポイント減少し、実績値を下回っています。 

項   目 
実績値 
(令和２) 

目標値 
(令和７) 

現状値 達成状況 

ⅴ．家庭と両立しながら働きやすいと 
  思う市民の割合 

31.8％ 40％ 23.8％ Ｃ 

ⅵ．有給休暇取得率 － 70％ 78.8％ Ａ 

ⅶ．1週間当たりの男性の平均家事等 
（家事・子育て・介護）の参画時間 

－ 14時間 11.25 時間 Ｂ 

ⅷ．「現在の社会は全体として男女平等 
  である」と思う市民の割合 

17.8％ 20％ 12.1％ Ｃ 

 基本目標３ 男女が共に支え合い、安心して暮らせるまち 

  「性差別・パートナー間における暴力等の根絶」の成果を測る指標として「ＤＶ

や女性の悩みごとを相談できる窓口が市にあることを知っている市民の割合」は市

民へのアンケート調査の結果（「敦賀市女性相談窓口」の認知度）で 25.0％、同様

に、「ＬＧＢＴの意味を知っている市民の割合」は市民へのアンケート調査の結果で

46.2%となり、いずれも前回調査からほぼ横ばいの水準となっています。 

項   目 
実績値 
(令和２) 

目標値 
(令和７) 

現状値 達成状況 

ⅸ．ＤＶや女性の悩みごとを相談できる 
窓口が市にあることを知っている市 
民の割合  

25.3％ 35％ 25.0％ Ｃ 

ⅹ．ＬＧＢＴの意味を知っている市民の 
割合 

47.4％ 60％ 46.2％ Ｃ 
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第３章 プランの施策 
 

  



基本目標１ 男女ともにあらゆる分野で活躍できる基盤づくり 

基本課題（１）政策決定・推進の場における女性参画の拡大 

＜現状・課題＞ 

●人口減少や超高齢社会の進展、市民ニーズの多様化が進む中、あらゆる分野におい

て政策・方針の決定過程に男女がともに参画することは、多様な視点を確保するこ

とにつながるだけでなく、すべての人がその個性と能力を発揮し、いきいきと暮ら

すことができる、多様性が尊重される社会の実現のために不可欠なものです。 

●しかしながら、本市において、政策・方針決定の場における女性の参画はこれまで

必ずしも十分ではなく、女性の意見や視点が十分に反映されているとは言い難い状

況にあります。 

●敦賀市役所の管理職（課長級以上）に占める女性の割合は、第４次プランにおける

目標値である 20％に対し、令和３年度には 21％と一旦目標を達成しましたが、その

後は減少傾向となり、令和６年度には 16.9％と、再び目標値を大きく下回る結果と

なっています。管理職への登用は一足飛びに進められるものではないことから、職

員の意識改革と職場環境づくりの取り組みを、継続して進めていくことが重要で

す。 

【敦賀市役所における女性の管理職登用状況】 

区 分 R2.4.1 R3.4.1 R4.4.1 R5.4.1 R6.4.1 

課長級以上(％) 21.3 21.0 18.2 18.5 16.9 

※敦賀市特定事業主行動計画の実施状況の公表値 

 

 

 

●また、本市の審議会等委員に占める女性の割合は、５年前と比較して上昇している

ものの、第４次プランの目標値である 30％には達していません。委員の選出母体と

なる団体に女性が少なく、女性委員の選定が困難であることなどを理由に、女性が

一人もいない審議会等も存在しており、こうした状況の解消に努める必要がありま

す。 

●今後は、市役所における女性の登用や育成を一層推進し、管理職等に占める女性の

割合を高めるとともに、市の審議会等においては、可能な限りすべての審議会等に

女性の参画を得ることを目指し、女性の割合をさらに改善するための働きかけを行

定年退職等により減少した女性管理職の割合を 

元の水準に引き上げることができていません。 
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うことが必要です。 

●なお、多様な視点を政策・方針の決定過程に反映させるためには、審議会等の委員

登用に当たり、女性の参画に加え、若者の参画についても推進する必要があり、そ

のための十分な配慮と工夫を行うことが求められます。 

【敦賀市の審議会等委員に占める女性の割合の推移】 

年度 
審議会等 
総 数 

総人数 女性の人数 
女性の割合 

（％） 
女性がいない 
審議会等の数 

R3 41 473 123 26.0 ６ 

R4 41 474 121 25.5 ７ 

R5 40 472 118 25.0 ６ 

R6 39 438 102 23.3 ８ 

R7 40 469 125 26.7 ９ 

※各年度 4 月 1 日現在の状況 

 

 

 

 

 

＜市の基本施策＞ 

①市の政策・方針の立案・決定過程への女性参画の拡大 

【具体的な取り組み】 

 ・意欲や資質によって、性別にかかわらず管理職へ昇格できる選抜試験を実施

し、組織の活性化を図ります。 

  ・市職員の年齢、経験年数、役職等により必要とされる職務遂行能力を明確化

し、その能力を向上させるため、体系的な研修を性別にかかわらず実施しま

す。 

②市審議会等委員への女性・若者の参画拡大 

 【具体的な取り組み】 

  ・各種審議会等を所管する関係各課に調査・ヒアリングを実施し、各種審議会に

おける女性や若者の登用促進を働きかけます。 

・女性委員のいない審議会等については、委員改選時に女性委員を登用し、女性

委員がゼロの審議会等を解消するよう促します。 

  ・女性・若者の登用促進に向けた人材リスト等の整備を進めます。 

５年前と比較すると、審議会等委員に占める女性の割合はわずかに上昇して 

いますが、落ち込んだ時期もあり、思うように女性の参画は進んでいません。 

また、委員に女性がいない審議会等も残っています。 
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＜市民・事業所の取り組み＞ 

市民の取り組み ・誰もがリーダーとして活躍できる社会を築こう 

事業所の取り組み 
・多様な人材が職員や管理職として活躍できる職場にしよう 

・性別にかかわらず、多様な意見を意思決定に反映しよう 

 

＜プランがめざす数値指針＞ 

項目 
現状値 

（令和７年度） 

目標値 

（令和 12年度） 

a.審議会等委員に占める女性の割合 26.7％ 30％以上 

b.女性がいない審議会等の数 ９ ０（解消） 

c.敦賀市役所における管理職に占める女性

の割合（課長職相当以上の管理職） 
15.2％ 20％以上 

d.「現在の政治や経済に女性の意見が反映

されている」と思う市民の割合 
24.1％ 35％以上 
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基本課題（２） 働く場における性別によらない能力発揮と女性活躍の推進 

＜現状・課題＞ 

●令和２年国勢調査によると、本市の女性の年齢別労働力人口の割合は、20～79 歳ま

でのすべての年代において全国平均を上回っている一方、福井県平均は下回る結果

となっています。その中で、出産・育児期に就業率が低下し、その後再び上昇す

る、いわゆる「Ｍ字カーブ」の窪みが、全国や福井県と比較しても深いという特徴

が見られます。 

●市民へのアンケート調査結果では、結婚や妊娠、出産、介護等のライフステージの

節目を迎えた際の働き方の選択について、男性では回答者の半数以上が働き方を変

えず働き続けているのに対し、女性では「妻は家庭を守るべき」という固定的な性

別役割分担意識の影響もあり、67.4％の方が一度退職を経験しています。さらに、

フルタイムからパートタイムへの変更等を含めると、72.9％の方がライフステージ

の節目で働き方を変えた経験があることがわかりました。 

●一方、事業所側の意向を見ると、ライフステージの節目を迎えた従業員について、

約７割の事業所が「勤務条件などを変えず、ずっと働く(育児休業・介護休業等の取

得をして継続した場合を含む)」ことを希望しています。これを実現するためには、

従業員がライフステージの変化に直面しても、自身に合った働き方を選択し、働き

続けることができる環境を、事業所において整備することが必要です。 

●女性の管理職登用について見ると、「女性管理職がいる事業所の割合」は、課長級以

上で 59.2％となり、５年前の調査（34.6％）と比較して大きく増加しています。し

かしながら、「管理職に占める女性の割合」という視点では、「管理的職業従事者に

占める女性の割合」（令和２年国勢調査）は 14.6％（全国：15.7％）であり、事業

所へのアンケート調査における「管理職（課長級以上）に占める女性の割合」も

11.2％にとどまっています。国の基本計画が掲げる「社会のあらゆる分野における

指導的地位に占める女性の割合を 30％程度とする」目標と比較すると、市内事業所

における女性管理職の登用は十分とは言えません。 

●また、女性の管理職登用に当たっては、単に登用を進めるだけでなく、登用後にそ

の能力を十分に発揮できる組織風土や職場環境を整えることが重要です。市民への

アンケート調査の結果では、「自身が管理職になること」を希望しない人が男女とも

に多く、特に女性では、希望しない人が希望する人を大きく上回る結果となりまし

た。 
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Ｑ．あなたは、自身が管理職になることについてどう思いますか。 

（令和６年度敦賀市男女共同参画に関するアンケート調査より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

●管理職になることを希望しない理由としては、責任や業務負担の増大、職場環境に

起因する要因が多く挙げられています。また、女性においては、自身の能力への不

安や、仕事と家庭の両立に対する不安も大きな要因となっています。女性の管理職

登用をさらに進めていくためには、性別にかかわらず「管理職になりたい」と思う

人を増やすことが重要であり、そのために、事業所においては、こうした不安の解

消に向けた取り組みを推進し、誰もが管理職という選択肢を現実的に検討できる環

境を整備することが求められます。あわせて、家庭においても、仕事と家庭生活を

両立できる基盤づくりを進めていくことが重要です。（「仕事と生活の調和」に関す

る施策は基本課題（３）に掲載します。） 

●今回の市民へのアンケート調査では、現在の敦賀市について「女性にとって働きや

すい」と考える人の割合が「働きにくい」と考える人の割合を、これまでの調査で

初めて上回る結果となりました。特に、女性からの回答に限定すると、「働きやす

い」と考える人の割合はさらに高くなっています。この結果は、働く場において女

性参画・女性活躍が着実に進展していることを示す一定の改善として捉えることが

できます。一方で、職場において「男性の方が優遇されている」と考える人は、前

回調査と比べて５ポイント減少したものの、依然として過半数を上回っています。

その背景には、男女間の賃金格差や、性別を理由とした募集・採用、配置・昇進等

における男女差があると考えられます。このため、働く場においては、男女が均等

な雇用機会・待遇を確保され、働く人が性別にかかわらず個性と能力を十分に発揮

できる職場環境の整備が求められます。あわせて、就職機会の拡大を図るととも

に、育児・介護休業等を取得しやすい環境づくりや、再就職等への支援を進めてい

くことが必要です。（育児・介護休業等に関する施策は基本課題（３）に掲載しま

す。） 

39.0%

14.7%

38.6%

54.9%

12.5%

19.1%

9.9%

11.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性

女性

管理職になりたい 管理職になりたくない わからない 無回答

男性では「管理職になりたい」と「なりたくない」がほぼ同割合なのに対し、 

女性では「管理職になりたくない」が「なりたい」を大きく上回っています。 
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 ＜市の基本施策＞ 

③働く場における女性参画・女性活躍の推進 

【具体的な取り組み】 

  ・事業所に対して、誰もが能力を発揮することができるよう女性活躍推進に関す

る啓発や情報提供を実施します。 

  ・男女共同参画・女性活躍推進に積極的な事業所において「男女共同参画事業所

推進員」を設置するとともに、推進員を対象とした研修会を開催します。 

  ・市職員において、メンター制度の活用により若手職員や女性職員のキャリア形

成支援を図ります。 

④女性の就労と能力開発の支援 

 【具体的な取り組み】 

  ・子育て後の再就職に際して、就職相談等の支援を関係機関に要請します。 

  ・ひとり親の雇用安定のため、敦賀公共職業安定所との連携を図ります。 

⑤性別によらない職業選択の機会確保と環境整備 

 【具体的な取り組み】 

  ・性別にかかわらず、一人ひとりが社会的・職業的に自立に向けた必要な基盤と

なる資質・能力を育成するキャリア教育を推進します。 

  ・男女雇用機会均等法やパートタイム・有期雇用労働法等の情報を発信します。 

 

＜市民・事業所の取り組み＞ 

市民の取り組み ・誰もがリーダーとして活躍できる社会を築こう 

事業所の取り組み 

・多様な人材が職員や管理職として活躍できる職場にしよう 

・性別にかかわらず、多様な意見を意思決定に反映しよう 

・多様な働き方ができる職場にしよう 

                   

＜プランがめざす数値指針＞ 

項 目 
現状値 

（令和７年度） 

目標値 

（令和 12年度） 

e.市内事業所における管理職に占める女性

の割合（課長職相当以上の管理職） 
11.2％ 15％以上 

f.「管理職になりたい」と思う女性の割合 14.7％ 20％以上 
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基本課題（３） 仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現 

＜現状・課題＞ 

●かつては、「男は仕事、女は家庭」という認識が広く共有され、性別によって役割を

固定する考え方が強く存在していました。しかし、社会経済構造の変化や、国や地

方における男女共同参画の取り組みの進展により、こうした「意識」は次第に薄ま

りつつあります。 

●市民へのアンケート調査結果によると、「理想とする家庭生活での役割分担」につい

ては、前回までの調査では、「生活費を得る（＝仕事）」は「主に夫」、「炊事・掃

除・洗濯（＝家庭）」は「主に妻」と回答した人がそれぞれが過半数を占めていまし

たが、今回の調査では、いずれの項目においても「夫と妻が同程度」とする割合が

最も高くなっています。 

●一方で、現実の役割分担を見ると、「生活費を得る」ことは「主に夫」、「炊事・掃

除・洗濯」は「主に妻」とする割合が依然として高く、特定の役割が一方に偏って

いる状況が残っています。家庭生活における１週間当たりの家事・子育て・介護等

に要する時間は、男性の平均が約 11 時間なのに対し、女性の平均は約 30 時間と、

その差は縮小傾向にあるものの、依然として女性に大きく偏っている状況が確認さ

れます。 

●基本課題（２）で述べたとおり、市民へのアンケート調査結果では、現在の敦賀市

について「女性にとって働きやすい」と感じている人が増加するなど、前進の傾向

が見られました。しかしその一方で、「家事や育児、介護等と両立しながら働きやす

い」と考える人の割合は前回調査から減少しており、仕事と家事・子育て・介護等

との両立が難しいと感じている市民が多い状況がうかがえます。これらの負担が女

性に偏っていることが、働く場における女性参画・女性活躍を進める上での課題と

なっています。 

●市内事業所へのアンケート調査結果では、１か月当たりの平均残業時間について、

男性が女性を大きく上回っている状況が確認されています。有給休暇取得率が第４

次プランの数値指針を達成していることや、全国的に男性の育児休業取得率が上昇

傾向にあるなど、前進している側面も見られます。しかし、職場によっては、特に

男性において長時間残業が常態化しているほか、有給休暇や育児・介護休業等を取

得しにくい状況が依然として存在し、男性の育児休業も女性と比べて短期間にとど

まる傾向が見られるなど、仕事と家庭生活を両立できる基盤づくりは途上にあると

言えます。 
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●敦賀市は、令和２年国勢調査において、共働き率が 53.1％と、全国平均（51.6％）

を上回っているものの、県内市町の中では最も低い水準となっています。ただし、

共働き率は５年ごとの調査のたびに増加しており、今後もその傾向は続くと考えら

れます。このような状況を踏まえ、男女とも働くことを希望するすべての人が、仕

事と家庭との両立のしづらさを感じることなく、安心して働き続ける社会を実現す

るためには、職場において、男性中心型の労働慣行からの転換を図るとともに、キ

ャリア形成やリスキリングの機会を確保し、すべての人が自らの能力を高め、十分

に発揮できるよう、働き方改革を一層推進することが必要です。あわせて、家庭に

おいても、男女がともに家事・子育て・介護等を担うことにより、仕事と家庭生活

を両立できる基盤づくりを進めていくことが重要です。 

 

Ｑ．現在の敦賀市は『家事や育児、介護等と両立しながら働きやすい状況にあ

る』と思いますか。 
（令和６年度敦賀市男女共同参画に関するアンケート調査より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜市の基本施策＞ 

⑥多様な働き方を尊重した、職場におけるワーク・ライフ・バランス実現の推進 

【具体的な取り組み】 

・職員の健康の増進と職務能率の向上等のため、職員の適正配置、業務改善等により

超過勤務を削減します。 

・ワーク・ライフ・バランスの重要性を普及させるための研修会の開催や、情報の発

信を実施します。 

・働きやすい職場環境づくりに関する事業所の取り組みを支援します。 

⑦仕事と子育て・介護等の両立のための環境整備 

【具体的な取り組み】 

・市の子育て支援施策を推進・拡充します。 

・市の介護支援施策を推進・拡充します。 

31.7%

23.8%

57.7%

39.8%

9.3%

33.1%

1.3%

3.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

前回（R1）調査

今回調査

働きやすい 働きにくい わからない 無回答

「家事や育児、介護等と両立しながら働きやすい」と考える人の割合は 

５年前の調査から減少しています 
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⑧男女がともに担う家事・子育て・介護等の推進 

【具体的な取り組み】 

・育児休業・介護休業等の休業制度の周知を行うと共に、制度の利用を促進します。 

・職員の性別にかかわらず、育児短時間勤務制度及び育児部分休業制度の利用を促進

します。 

・男性の家事・育児支援講座を開催し、男性の家事・育児への参加を促進します。 

・夫婦・家族で家事をシェアする「共家事」、家事の省力化、外部化による「ラク家

事」について周知や広報を行います。 

 

＜市民・事業所の取り組み＞ 

市民の取り組み 

・仕事も私生活もどちらも大切にしよう 

・アンコンシャス・バイアスに気づこう 

・性別で役割を決めるのはやめよう 

・家事・子育て・介護を、性別にとらわれず分かち合おう 

事業所の取り組み 

・有給休暇などを取りやすい職場環境を作ろう 

・協力して超過勤務を減らそう 

・多様な働き方ができる職場にしよう 

 

＜プランがめざす数値指針＞ 

項目 
現状値 

（令和７年度） 

目標値 

（令和 12年度） 

g.「家庭と両立しながら働きやすい」と思

う市民の割合 
23.2％ 40％以上 

h.１週間当たりの男性の平均家事等（家

事・子育て・介護）の参画時間 
11.25時間 14時間以上 

i.市内事業所の有給休暇取得率 78.8％ 80％以上 
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基本課題（４） 地域における男女共同参画の推進 

＜現状・課題＞ 

●市民へのアンケート調査の結果では、地域社会において「男性の方が優遇されてい

る」と感じている市民の割合が５割弱と、過半数に近い水準となっており、特に女

性においてその割合が高くなっています。本市では、地域に根差した組織や団体の

リーダーが依然として男性に偏っている状況にあり、こうした現状が、今回の調査

結果に反映されているものと考えられます。 

●地域活動においては、担い手不足や担い手の高齢化、活動に参加する人の固定化な

どが課題となっています。本市においても、核家族化や単身世帯の増加が進む中、

地域におけるつながりの希薄化が見られます。今後、多様化する地域課題や市民ニ

ーズに柔軟に対応していくためには、地域の話し合いや決定の場における参加者の

偏りを是正し、多様な主体が運営に参加できる仕組みを整えることが必要です。 

●また、平成 23年３月 11 日に発生した東日本大震災や、令和６年１月１日に発生し

た能登半島地震をはじめ、近年、巨大地震や台風・豪雨、大規模火災等による大規

模災害が多発しています。さらに、今後も南海トラフ地震等の発生が想定されるな

ど、いつ、どこで、どのような災害が発生するか予断を許さない状況にあります。 

●災害への備えにおいては、自助や共助、すなわち個人の行動や地域における助け合

いが不可欠です。また、大規模災害の発生時には、特に女性やこども、脆弱な状況

にある人々が、より大きな影響を受けやすいことが指摘されています。そのため、

男女で異なる災害時の影響やニーズに十分配慮した、男女共同参画の視点からの災

害対応を行うことが、防災・減災の推進や災害に強い社会の実現において重要で

す。 

●国においては、令和 2年に、女性の視点からの災害対応を進めるためのガイドライ

ンとして、「災害対応力を強化する女性の視点～男女共同参画の視点 からの防災・

復興ガイドライン～」が、内閣府男女共同参画局により作成されました。本市にお

いても、これを踏まえ、地域防災計画に男女共同参画の視点からの防災を反映させ

るとともに、女性用品や乳幼児用品等、必要とされる物資の備蓄を進めてきまし

た。 

●市民へのアンケート調査結果では、災害時に男女共同参画の視点を取り入れた避難

所とするために必要なこととして、「男女別のトイレや更衣室、物干し場など、避難

者のプライバシーを確保する」（79.4%）が最も多く選択され、次いで「就寝場所や

女性専用スペースを巡回警備したり、防犯ブザーを配布するなど、安全・安心の確

保に配慮する」（48.4%）が挙げられています。これらの結果から、男女共同参画の
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視点を取り入れた防災対策の必要性について、市民の理解が広がりつつあることが

うかがえます。 

●しかし、実際に災害が発生した際に、男女共同参画の視点からの防災・復興の取り

組みを速やかに実施していくためには、なお多くの課題が残されており、その考え

方が市民全体に十分に浸透しているとは言えない状況にあります。 

●このため、特に災害時における避難所運営については、様々な立場やニーズに配慮

した対応が行えるよう、内容の充実を図るとともに、地域の防災訓練や出前講座等

を通じて、男女のニーズの違い等に配慮した防災対策の重要性について、継続的な

啓発を行っていくことが必要です。 

 

Ｑ．あなたは、災害時に男女共同参画の視点を取り入れた避難所とするために、

どのようなことが必要と考えますか。 
（令和６年度敦賀市男女共同参画に関するアンケート調査より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

79.4%

32.9%

17.2%

32.0%

12.8%

29.0%

48.4%

4.7%

17.4%

7.4%

0.7%

5.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男女別のトイレや更衣室、物干し場な

ど、避難者のプライバシーを確保する

男女のニーズに配慮した物資を備蓄する

避難生活での役割分担を性別や年齢

によって固定化しないよう注意する

避難所の運営組織に男女両方が参加する

ＤＶ・ストーカー被害者等について、

避難者名簿に記載しない等の配慮を行う

備蓄品の配布にあたり、女性用品は女性担当

者から配布するなど、配布方法を工夫する

就寝場所や女性専用スペースの巡回警備、防犯

ブザーの配布等により安全・安心を確保する

相談窓口や女性に対する暴力等の予防方法

について、避難所内にポスターを掲示する

平時から男女共に地域での

コミュニケーションを大切にする

地域における女性防災リーダーを育成する

その他

無回答

災害時に「男女共同参画の 

視点」を取り入れた避難所 

運営を行うことへのニーズ 

が高まってきています 

-62-



＜市の基本施策＞ 

⑨地域活動や組織等における男女共同参画の推進 

【具体的な取り組み】 

・地区の自主的な判断によって地域団体の役員等に女性が登用されるよう区長連合会

等への働きかけを行います。 

・市内９地区すべてに「男女共同地域推進員」を設置するとともに、推進員を対象と

した研修会を開催します。 

⑩男女共同参画の視点に立った防災体制の確立と普及啓発 

【具体的な取り組み】 

・性別にかかわらず防災意識の普及啓発、防災訓練の徹底を図ります。 

・女性や子どもに対する暴力等の予防に配慮した避難所の環境の整備、男女のニーズ

の違いや子育て家庭等のニーズに配慮した備蓄品の整備を行います。 

・男女共同参画の視点からの災害対策について、研修会・広報紙等で、多様な住民が

自主的に考える機会を設けます。 

・女性の視点から防災まちづくりを考える団体に対し、適切な支援、情報提供、助言

等を行います。 

 

＜市民・事業所の取り組み＞ 

市民の取り組み 

・誰もがリーダーとして活躍できる社会を築こう 

・アンコンシャス・バイアスに気づこう 

・性別で役割を決めるのはやめよう 
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基本目標２ 男女がともに支え合い、安心・安全に暮らせる環境づくり 

基本課題（５） ジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶と被害者支援の充実 

＜現状・課題＞ 

●男女共同参画社会基本法第３条では、「男女共同参画社会の形成は、男女の個人とし

ての尊厳が重んぜられること、男女が性別による差別的取扱いを受けないこと、男

女が個人として能力を発揮する機会が確保されることその他の男女の人権が尊重さ

れることを旨として、行われなければならない」と定められています。すなわち、

性別にかかわらず、すべての人の個人としての人権が尊重されることが、男女共同

参画社会の形成における重要な前提となります。 

●現代社会において問題となっているＤＶや各種ハラスメント、性犯罪・性暴力、ス

トーカー行為等は、いずれも重大な人権侵害であり、個人の尊厳を踏みにじりると

ともに、安心・安全な暮らしを妨げる大きな要因となっています。本市が実施した

市民へのアンケート調査結果においても、ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）

や各種ハラスメントの被害を受けたことのある人が存在していることが確認されて

います。 

●こうした人権侵害による被害を未然に防止するために、暴力やハラスメントを「し

ない」「許さない」環境づくりを進めることが重要です。そのためには、どのような

行為がＤＶ等の暴力やハラスメントに該当するのかについて、市民一人ひとりが正

しく理解する必要があります。特に、身体的暴力以外の暴力については、被害者、

加害者ともに、それが暴力であると認識していない場合もあることから、こうした

認識を高めるための啓発や情報発信に取り組んでいく必要があります。 

●また、暴力等が発生した場合であっても、被害を最小限に食い止めることができる

よう、支援体制を整備することが重要です。本市では、男女共同参画センターに女

性相談窓口を設置し、ＤＶや女性の様々な悩みごとに対応しています。しかしなが

ら、その認知度は５年前と比較して伸び悩んでいる状況にあります。また、ＤＶや

デートＤＶを経験した人の約半数が、「どこにも（だれにも）相談しなかった」と回

答しており、その理由としては、「自分が我慢すれば何とかこのままやっていけると

思ったから」が最も高く、次いで「他人を巻き込みたくなかったから」となってい

ます。相談によって解決につながる可能性があるにもかかわらず、相談すること自

体に抵抗を感じる人もいると考えられることから、女性相談窓口の周知に加え、相

談につなげるための工夫が求められます。 

●さらに、近年では、職場等における様々なハラスメントが大きな社会問題となって
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います。ハラスメントは、個人の尊厳や人格を不当に侵害する許されない行為であ

るだけでなく、労働者の能力の発揮を妨げ、職場全体の生産性の低下や労働者の健

康状態の悪化、さらには休職や退職につながるおそれがあります。労働者が安心し

て働き続け、能力を発揮できる環境を整えるためには、市民や事業所がハラスメン

トの態様や問題性を正しく理解し、ハラスメントを発生させない、許さない職場環

境づくりを進めていく必要があります。 

 

Ｑ．ハラスメントやＤＶについて、あなた自身が経験したことはありますか。 

  ＤＶやデートＤＶについて経験したことがある場合、それをだれか（どこか）

に相談しましたか。（令和６年度敦賀市男女共同参画に関するアンケート調査より） 

   ＜被害の経験＞ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＜ＤＶ・デートＤＶ被害の相談状況＞ 

 

 

 

 

＜市の基本施策＞ 

⑪ジェンダーに基づくあらゆる暴力・ハラスメント防止のための取り組み強化 

【具体的な取り組み】 

・広報紙やホームページ等を通じて、性犯罪・性暴力被害予防のための情報発信を行

います。 

・市職員を対象に、ハラスメント全般に関する相談に応じる窓口を設置するととも

4.0%

8.9%

1.3%

0.2%

0.2%

4.2%

3.2%

0.7%

0.3%

1.9%

0.2%

0% 5% 10% 15%

セクシュアル・ハラスメント

パワー・ハラスメント

マタニティ・ハラスメント

パタニティ・ハラスメント

ケア・ハラスメント

モラル・ハラスメント

カスタマー・ハラスメント

ジェンダー・ハラスメント

SOGIハラスメント

ＤＶ

デートＤＶ

41.7% 50.0% 8.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

相談した だれ（どこ）にも相談しなかった 無回答

 ＤＶやデートＤＶの被害にあった人の 

 半数が、「（被害を）だれ（どこ）にも 

相談しなかった」と答えています 
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に、監視体制を整えることで、これらの防止を図ります。 

⑫配偶者等への暴力の防止及び被害者の保護等の推進 

【具体的な取り組み》 

・広報紙やホームページ等を通じて、ＤＶ等の防止に関する情報発信を行うととも

に、市民を対象としたＤＶ防止講座を開催し、ＤＶを許さない社会に向けた啓発を

行います。 

・ＤＶ被害者支援専門研修会を開催し、ＤＶからの被害者保護・支援についての啓発

を行います。 

・支援措置担当者を対象とした連絡会を開催し、関係機関の連携強化、支援措置担当

者のＤＶ被害者に対する知識向上を図ります。 

⑬誰もが利用しやすい相談体制の整備 

【具体的な取り組み】 

・女性が抱えるさまざまな悩みに対応する「女性相談窓口」を多角的なアプローチで

周知するとともに、悩みを抱えた人が「安心して」「気軽に」相談できる相談対応を

行い、相談者を早期に必要な支援につなげることができる環境を整備します。 

・多様化・複雑化する女性相談に対応するため、研修等を通じて相談や支援にあたる

職員の資質向上・スキルアップを図ります。 

・各相談機関をはじめとした関係機関との連携を強化し、相談者の支援を円滑に実施

します。 

 

＜市民・事業所の取り組み＞ 

市民の取り組み 
・暴力やハラスメントを見過ごさない意識を持とう 

・困っている人に気づいたら、相談につなげよう 

事業所の取り組み ・ハラスメントを許さない職場風土を作ろう 

 

＜プランがめざす数値指針＞ 

項目 
現状値 

（令和７年度） 

目標値 

（令和 12年度） 

j.「敦賀市女性相談窓口」の認知度 25.0％ 40％以上 

k.ＤＶ・デートＤＶ被害経験者のうち、だ

れ（どこ）にも相談しなかった人の割合 
50.0％ 40％以下 

l.社内または社外にハラスメントの相談窓

口を設置している事業所の割合 
80.0％ 85％以上 

-66-



【コラム】 ＤＶ被害防止のために ～市民の協力～ 

本市では、男女共同参画推進のため、様々な啓発活動を行っており、ＤＶ被害防

止への関心を高めてもらうための取り組みについても継続して実施しています。 

 

＜令和４年度＞ 
『ＤＶ被害防止啓発パープル吊るし鶴』制作 

協力：市内小中学生 5,119名  

つるが男女共同参画ネットワーク 

＜令和３年度＞ 『ＤＶ被害防止啓発書道アート』制作  制作：敦賀高等学校書道部 

＜令和５年度＞ 
『ＤＶ被害防止啓発パープルの木』制作 

協力：市内小中学生 4,982 名  

つるが男女共同参画ネットワーク 

＜令和６年度＞ 
『ＤＶ被害防止啓発パープルの流れ星』制作 

協力：市内小中学生 4,887名  

つるが男女共同参画ネットワーク 

＜令和７年度＞ 
『 』  

協力：市民（JoyJoy 敦活フェスタ来場者）  

つるが男女共同参画ネットワーク 
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基本課題（６） ライフステージに応じた健康支援 

＜現状・課題＞ 

●男女には身体的な性差があり、それぞれに特有の健康課題が存在します。男女が互

いの身体的な性差や健康課題について十分に理解し合い、その上で思いやりを持っ

て健康づくりに協力して取り組むことは、男女共同参画社会を形成する上での重要

な基盤となります。 

●生涯を通じた健康の保持・増進のためには、心身の健康に関する正確な知識や情報

を適切に得ることが必要です。特に女性は、生理、妊娠・出産、更年期疾患等によ

り心身の状態が大きく変化します。生涯にわたり、男女はそれぞれ異なる健康上の

問題に直面することを踏まえ、性別や年代、妊娠・出産などのライフステージに応

じた支援が求められます。また、「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に

関する健康と権利）」について、男女ともに理解を深めていくことが重要です。 

●このため、誰もが生涯にわたり健康で質の高い生活を営むことができるよう、健康

増進対策を推進していく必要があります。子宮頸がんや乳がんなど、女性特有の疾

患に対応した健康相談や保健指導の充実、早期発見のための検診の受診勧奨を行う

とともに、予期せぬ妊娠や性感染症、女性の健康や胎児に大きな影響を及ぼすアル

コール依存症や薬物乱用についても、予防・防止対策や正しい知識の普及・啓発に

取り組むことが必要です。 

●また、事業所においては、従業員の健康の維持・増進が事業所全体の生産性向上に

もつながることから、従業員の仕事と健康との両立を支援する取り組みが重要で

す。そのため、男女それぞれの健康課題に関する研修や啓発の実施、プライバシー

に配慮した健康診断の受診に対する支援、健康に関する相談先の確保などを進めて

いくことが求められます。  
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＜市の基本施策＞ 

⑭生涯にわたる男女の健康の包括的な支援 

【具体的な取り組み】 

・女性の健康の保持・増進を促し、自分自身の健康管理を行えるよう、知識の普及・ 

啓発や健康相談、保健指導等を推進します 

・女性特有のがんの早期発見、早期治療のため、子宮頸がん及び乳がん検診を実施す

るとともに、周知や受診勧奨を積極的に行います。 

・高齢期になっても心身の健康を維持し、生活機能を可能な限り向上する介護予防、

フレイル対策等の取り組みを推進します。 

⑮妊娠・出産等に関する健康と権利の促進 

【具体的な取り組み》 

・学校教育では、子どもの発達段階に応じ、生殖機能や性感染症などに関する正しい

知識を身につけます。 

・将来の妊娠・出産に向けて自分自身の生活や健康と向き合うことができるよう、健

康や妊娠・出産に関する正しい情報を提供します。 

・夫と妻それぞれの不妊治療および不育症治療に関する助成制度を設け、精神的・経

済的負担の軽減を図ります。 

 

＜市民・事業所の取り組み＞ 

市民の取り組み ・性別による健康の違いを理解しよう 

事業所の取り組み 
・有給休暇などを取りやすい職場環境を作ろう 

・協力して超過勤務を減らそう 
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基本課題（７） 困難な問題を抱える人に対する支援 

＜現状・課題＞ 

●パートタイムやアルバイトなどの非正規雇用労働者の割合は、男性と比べて女性の

方が高い状況にあります。また、事業所へのアンケート調査では、約８割の事業所

が「賃金・昇進・昇格に男女差がない」と回答していますが、実態としては、同一

の雇用形態であっても、男女間に賃金格差が生じていることが確認されています。 

●こうした経済社会における男女の置かれた状況の違い等を背景として、女性は男性

と比較して、貧困など生活上の困難に陥りやすい状況にあると言えます。さらに、

ひとり親家庭であることや、高齢、障がい、外国籍であることなど、生活上の困難

な状況が重なる場合には、問題がより複合化し、困難の程度が一層深刻化するおそ

れがあります。このような困難に直面する女性等に対しては、それぞれの状況に応

じた包括的な支援を行い、自立を促進することが求められます。そのため、相談支

援を中核とし、関係機関が連携して支援を行う体制を整備することが必要です。 

●また、ＤＶ等の被害者の中には、配偶者など身近な加害者からの暴力を逃れるた

め、一時的な保護を必要とする場合や、仕事や住居を失い、新たな環境で生活を再

建せざるを得ない場合もあります。被害者の所在等を加害者に知られるおそれがあ

る場合には、被害者の希望に応じて、住民基本台帳事務における閲覧制限等の支援

措置を講じるなど、適切に対応する必要があります。加えて、新たな生活を一から

生活を始めることには多くの困難が伴うことから、被害者に寄り添いながら、自立

に向けた継続的な支援を行っていくことが重要です。 

 

＜市の基本施策＞ 

⑯困難な問題を抱える女性等に寄り添った包括的な支援 

【具体的な取り組み】 

・困難な状況に置かれている女性等が相談できる窓口で、包括的に情報提供を行うと

ともに、関係機関との連携により適切な支援につなげます。 

・重層的支援体制整備事業（多機関協働事業）を活用し、複合的な課題に対応できる

よう、高齢、障がい、子育て、生活困窮分野の支援関係機関や医療機関等との多機

関協働の体制づくりを行います。 

 

＜市民・事業所の取り組み＞ 

市民の取り組み 
・暴力やハラスメントを見過ごさない意識を持とう 

・困っている人に気づいたら、相談につなげよう 
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基本目標３ 多様性を尊重する社会への意識づくり 

基本課題（８） 男女共同参画意識の醸成 

＜現状・課題＞ 

●市民へのアンケート調査結果では、「男女の立場」について、多くの分野で「男性が

優遇されている」と感じている人の割合が高くなっています。中でも「政治の場」

では 76.9％、「全体として」では 69.3％の人がそのように感じており、本市で男女

共同参画推進条例が制定され 20 年以上が経過しているものの、男女格差（ジェンダ

ーギャップ）はいまだ十分に解消されていない状況にあります。 

●これまで、「働く場」「家庭生活」「地域社会」と、様々な場面においてジェンダーギ

ャップが生じている現状を見てきましたが、その背景には、私たちの働き方・暮ら

し方の根底に、長年にわたり人々の中に形成された固定的な性別役割分担意識や、

性別による無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）の存在があります。こ

れらが日常生活や社会情勢を通じて人々の価値観や慣習の形成に影響を与え、多様

な働き方や暮らし方の実現において障壁となっています。 

●市民へのアンケート調査結果では、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」と

いう考え方について、「賛成」と考える人は 26.3％で、前回調査の 32.8％から 6.5

ポイント減少しています。性別による固定的な役割分担意識の象徴的な考え方を持

つ人の割合は減少傾向にあるものの、依然として、固定的な性別役割分担意識やア

ンコンシャス・バイアスは、日常の何気ない行動や言動となって現れています。 

●男女が社会の対等な構成員として、あらゆる分野に参画していくためには、幅広い

世代を対象に、アンコンシャス・バイアスへの気づき、固定的な性別役割分担意識

の解消を促すための啓発・情報発信を行うとともに、特に教育の場において、幼少

期から固定的な性別役割分担意識等を植え付けず、また、押し付けない取り組み、

そして、男女双方の意識を変えていく取り組みが重要です。 

Ｑ．「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考え方について、あなた

はどう思いますか。（令和６年度敦賀市男女共同参画に関するアンケート調査より） 

 

 

 

 

26.3%

32.8%

57.5%

62.6%

12.8%

3.1%

3.4%

1.5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

今回調査

前回（R1）調査

賛成 反対 わからない 無回答

「固定的な性別役割分

担意識」について肯定

的に考える人の割合は 

５年前から減少してい

ます 
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●さらに、人の性は、「男性」「女性」で明確にわけられるものではなく、そのあり方

は多様であり、一人ひとり異なります。現代社会においては、すべての人が性の多

様性を尊重され、性的指向や性自認にかかわらず、自分らしく生きていける社会の

実現が求められています。 

●国においては、令和５年に「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に

関する国民の理解の増進に関する法律」が制定されました。本法律は「性的指向及

びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解が必ずしも十分でな

い」との現状認識を踏まえ、理解増進のための施策に関する基本理念を定め、国や

地方公共団体がその推進に努める役割を明らかにしたものです。 

●このような中、本市においても、令和５年 11月に「敦賀市パートナーシップ宣誓制

度」を導入するなど取り組みを進めています。しかし、市民へのアンケート調査結

果では「現在の敦賀市は LGBTQ＋の方にとって暮らしやすい状況にあるか」との問

いに対し、全体の約６割が「わからない」と回答しており、性別や年代別にみて

も、その割合に大きな差はありませんでした。また、事業所へのアンケート調査結

果でも、LGBTQ＋に関する取り組みを進める上での課題として「社内における正しい

知識や理解が不足している」「当事者のニーズや意見を把握することが難しい」とい

った回答が多く、市民の多くが LGBTQ＋の方をはじめとしたセクシュアル・マイノ

リティについて「十分に知らない」「知る機会が少ない」状況にあることがうかがえ

ます。 

●一方で、市民へのアンケート調査結果では、3.9％の人が、自身の性的指向（恋愛や

性愛の対象となる性のこと）や性自認（自分が認識している自身の性のこと）につ

いて悩んだことがあると回答しており、また、その中には、学校生活や職場等にお

いて差別やいじめ、ハラスメントを経験するなど、困難な状況に直面している人も

少なくありません。すべての人が自分らしくいきいきと暮らすことができる、偏見

や差別のない社会を実現するためには、制度や環境の整備を進めるとともに、市民

や事業所がその意義を理解し、主体的に関与できるよう働きかけていくことが必要

です。 
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Ｑ．現在の敦賀市は、LGBTQ＋の方にとって暮らしやすい状況にあると思います

か。 （令和６年度敦賀市男女共同参画に関するアンケート調査より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜市の基本施策＞ 

⑰固定的な性別役割分担意識の解消に向けた啓発活動 

《具体的な取り組み》 

・あらゆる世代に対し、固定的な性別役割分担意識の解消や無意識の思い込み（アン

コンシャス・バイアス）への気づきについての周知や広報を行います。 

・男女共同参画センターにおいて、男女共同参画関係図書の閲覧及び貸出を実施しま

す。 

⑱多様な選択を可能にする教育・学習機会の充実 

《具体的な取り組み》 

・小中学校における人権教育推進計画に則り、学校教育において男女がお互いを尊重

する意識を育みます。 

・市民が参加しやすい、男女共同参画に関する講座、研修会の開催や情報発信を実施

します。 

 

6.6%

8.1%

5.3%

12.5%

7.5%

8.5%

3.8%

4.7%

5.1%

12.3%

27.3%

22.4%

31.0%

25.0%

24.5%

36.6%

26.9%

30.5%

22.8%

21.1%

59.9%

65.1%

55.8%

62.5%

60.4%

50.0%

67.3%

60.9%

64.0%

47.4%

6.2%

4.4%

7.8%

7.5%

4.9%

1.9%

3.9%

8.1%

19.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体

男性

女性

18-20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代

70歳代

80歳代以上

暮らしやすいと思う 暮らしやすいとは思わない わからない 無回答

性別や年齢にかかわらず、半数以上の人が「（LGBTQ＋の方にとって） 

暮らしやすい状況にあるのかどうかわからない」と答えています 
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⑲セクシュアル・マイノリティへの理解の促進 

《具体的な取り組み》 

・セクシャル・マイノリティに関する理解を深め、市民が多様な性のあり方を理解

し、多様性を認め合えるよう、研修会・広報紙等により情報発信を行います。 

・敦賀市パートナーシップ宣誓制度の周知及び制度拡充に努めます。 

 

＜市民・事業所の取り組み＞ 

市民の取り組み 

・アンコンシャス・バイアスに気づこう 

・性別で役割を決めるのはやめよう 

・性の多様性について理解しよう 

事業所の取り組み 
・アンコンシャス・バイアスに気づこう 

・多様な働き方ができる職場にしよう 

 

＜プランがめざす数値指針＞ 

項目 
現状値 

（令和７年度） 

目標値 

（令和 12年度） 

 m.「現在の社会は全体として男女平等であ

る」と思う市民の割合 
12.1％ 20％以上 

n.敦賀市パートナーシップ宣誓制度の認知度 12.3％ 20％以上 

o.現在の敦賀市が「LGBTQ＋の人にとって暮

らしやすい」と思う市民の割合 
6.6％ 15％以上 
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基本課題（９） 男女共同参画社会の推進体制強化 

＜現状・課題＞ 

●男女共同参画社会を実現するためには、特定の分野や機関による取り組みにとどま

らず、様々な分野や機関が相互に連携し、総合的に推進していくことが必要です。

例えば、子育て支援に関する施策は主として児童福祉を目的に実施されるものです

が、子育てに伴う負担の軽減は、結果として男女共同参画の推進にも寄与するもの

です。 

●各分野や機関が実施する施策は、それぞれ固有の課題解決を目的とするものです

が、その中には男女共同参画の推進と密接に関係する取り組みも数多くあります。

男女共同参画を効果的に進めていくためには、こうした施策も含め、分野横断的か

つ総合的に取り組んでいくことが求められます。 

●このため、男女共同参画の推進効果を一層高めるためには、様々な分野や機関との

緊密な連携を強化していくことが重要です。 

●今後は、本プランの推進体制として、敦賀市と関係する国・県等の行政機関との連

携を図るとともに、市民活動団体等との協働をさらに強化し、男女共同参画社会の

実現に向けた取り組みを推進していきます。 

 

【推進組織等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（地域・事業所） 

 

 

（市庁内体制） 

 

 

 

（各種団体等） 

 

 

 男女共同参画 

推進員 

敦賀市 

男女共同参画 

推進会議 

敦賀市 

男女共同参画 

審議会 

構成員：各部局長 構成員：各種団体代表 

学識経験者 

公募市民 等 

地域や事業所に 

おける男女共同 

参画の推進 

男女共同参画に 

関する施策の 

推進、関係部局内

の連絡調整 等 

男女共同参画の 

推進に関する 

提言、調査審議等 

連
携
・
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報
提
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言
・
調
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審
議 

等 
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＜市の基本施策＞ 

⑳男女共同参画を推進する市民活動団体等との連携や支援 

【具体的な取り組み】 

・男女共同参画を推進する団体・グループへの情報提供、支援を行います。 

㉑行政における男女共同参画の推進体制の充実 

【具体的な取り組み】 

・男女の視点が偏りなく取り入れられるように、適正な人事配置を行います 

・男女共同参画推進の年次報告書を作成します 

・国や県などの関係機関と連携します 
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資  料 
 



 

 

 あ 行            

ＡＬＬＹ（アライ） 

LGBTQ+、セクシュアル・マイノリティ当事者

の方々を理解し、支援するという考え方や、そ

の考え方を持つ人のことです。 

アンコンシャス・バイアス 

自分では気づかないうちに持っている思い込

みや偏った見方のことです。性別や年齢などに

基づく無意識の判断が、不公平な扱いにつなが

る場合があります。 

Ｍ字カーブ 

女性の年齢別労働力率を示したグラフが、ア

ルファベットの「M」の形に見えることから名付

けられた言葉です。出産・育児期にあたる年代

で就業率が一時的に低下し、その後再び上昇す

る傾向を表します。仕事と子育ての両立の難し

さや、社会制度・意識の課題を考える指標とし

て用いられます。 

ＬＧＢＴＱ＋ 

女性同性愛者(Lesbian)、男性同性愛者(Gay)、 

両性愛者(Bisexual)、トランスジェンダー

(Transgender)、自らの性のあり方が分からな

い、決めていない人(Questioning)/規範的な性

のあり方に属さない人(Queer)の頭文字をとった

単語で、＋は多様な性で LGBTQ にカテゴライズ

されない人を表しています。 

 か 行            

カスタマー・ハラスメント（カスハラ） 

職場において、顧客や取引先などから受ける

嫌がらせや過度なクレームのことです。過大な

要求や不当な言いがかりなど、主張内容自体に

問題があるもののほか、主張する内容に正当性

はあっても、暴力や暴言等主張方法に問題があ

るものも、これに該当します。 

 

 

 

 

ケア・ハラスメント 

職場などにおいて、働きながら介護を行う

人々に対する嫌がらせや、介護向けの各種制度

の利用を阻害するなど不利益を与える行為のこ

とです。 

固定的性別役割分担意識 

「男は仕事、女は家庭」など、性別によって

役割を決めつける考え方です。個人の希望や能

力を制限し、男女の不公平につながる要因とさ

れています。 

困難な問題を抱える女性への支援に関す

る法律（女性支援新法） 

貧困、DV、性被害、孤立など、さまざまな困

難を抱える女性を社会全体で支えるための法律

です。女性本人の意思と尊厳を尊重し、相談支

援や居場所づくり、関係機関の連携によって、

早期かつ切れ目のない支援を行うことを目的と

しています。2024 年に施行されました。 

 さ 行            

ジェンダー 

生まれつきの生物学的な性別ではなく、社会

や文化の中でつくられてきた「男性らしさ」「女

性らしさ」といった性別の役割や期待のことを

指します。 

ジェンダーギャップ 

男女の間に生じている、賃金、役職、参画の機会

などの格差のことです。社会制度や慣習、意識の違

いによって生まれる不平等を示す指標として使われ

ます。 

 

 

用語解説 
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ジェンダー・ハラスメント（ジェンハラ） 

性別によって社会的な役割が異なるという固

定観念に基づいて行われる差別や嫌がらせのこ

とです。「男性（女性）だから」と、性別を理由

に従業員に不当な負担や要求をする行為は、こ

れに該当します。 

女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律（女性活躍推進法） 

女性が希望に応じ職業生活で活躍できる環境

を整備し、女性の職業生活における活躍を推進

し、豊かで活力ある社会の実現を図るために制

定された法律です。国や地方自治体、101 人以

上の従業員がいる企業等は、女性が活躍しやす

い環境を整備するために具体的な計画を定め、

実施することなどが義務付けられています。 

性自認 

自分自身をどの性別であると感じているかと

いう認識のことです。戸籍上の性別や外見と一

致する場合もあれば、一致しない場合もありま

す。性自認は本人にとって非常に大切な自己認

識であり、周囲がそのあり方を尊重することが

重要です。 

性的指向 

恋愛感情や性的な関心が、どの性別の人に向

くかという、その人自身のあり方を指します。

異性に向く場合、同性に向く場合、両方に向く

場合などさまざまです。これは本人が選ぶもの

ではなく、生まれ持った個性の一つと考えられ

ています。 

性的指向及びジェンダーアイデンティテ

ィの多様性に関する国民の理解の増進に

関する法律（ＬＧＢＴ理解増進法） 

性的指向や性自認（ジェンダーアイデンティ

ティ）の多様性について、社会全体の理解を深

めることを目的とした法律です。誰もが安心し

て暮らせるよう、国や自治体が啓発や環境整備

に努め、差別や偏見のない社会をつくることを

目指しています。 

セクシュアル・ハラスメント 

職場などにおける他の者を不快にさせる性的

な言動や性的嫌がらせのことです。同性同士で

あっても、セクハラが起こることがあります。 

セクシュアル・マイノリティ 

性的指向や性自認が、多数派とされてきたあ

り方とは異なる人を指す言葉です。具体的に

は、同性愛者や両性愛者、トランスジェンダー

の人などが含まれます。 

ＳＯＧＩ（ソジ） 

性のあり方（セクシュアリティ）のうち、性

的指向（Sexual Orientation：恋愛や性愛の対

象となる性のこと）と性自認（Gender Identity 

：自分が認識している自身の性のこと）の頭文

字をとった略称で、すべての人が持ち合わせて

いる「性の要素」そのものを表す言葉です。 

ＳＯＧＩハラスメント（ＳＯＧＩハラ） 

性的指向や性自認に関連した、差別的な言動

や嘲笑、いじめや暴力などの精神的・肉体的な

嫌がらせのことです。望まない性別での学校生

活・職場での強制異動、採用拒否や解雇など、

差別を受けて社会生活上の不利益が生じること

も、これに該当します。 

 た 行            

多様性（ダイバーシティ） 

人種・性別・年齢・身体障害など外見上だけ

でなく、価値観・宗教・生き方・考え方・性

格・態度・性的指向などの内面的な違いにかか

わりなく、すべての人が各自の個性を生かし能

力をフルに発揮できるような組織環境を作るこ

とを意味しています。 

男女雇用機会均等法 

職場における男女の差別をなくし、性別に関

わらず平等な雇用機会と待遇を確保するための

法律です。募集・採用、配置、昇進、教育訓

練、退職などでの性別による不利益な扱いを禁

止し、仕事と家庭の両立を支える環境づくりを

目的としています。 
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男女共同参画社会基本法 

男女が性別に関わらず、対等な立場で社会の

あらゆる分野に参画できる社会を実現するため

の基本となる法律です。仕事や家庭、地域活動

などで、個人の能力や意思が尊重されることを

目指しています。国や自治体に施策の推進を求

めるとともに、私たち一人ひとりが男女共同参

画への理解を深めることの大切さを示していま

す。 

デートＤＶ 

ＤＶのうち、恋人など交際相手からの暴力の

ことを言います。 

敦賀市女性相談窓口 

 敦賀市男女共同参画センター内にある、ＤＶ、 

家族・夫婦間の悩み、誰に相談したらいいかわ

からない悩みなど、様々な悩みに、電話・面

談・メールなどで女性相談員が内容に応じた支

援を行う相談窓口です。相談は無料です。プラ

イバシーは必ず守ります。 

敦賀市男女共同参画センター 

男女共同参画社会の形成を促進し、また市民

活動の支援を図ることを目的に、敦賀市が設置

している施設です。 

・所在地 敦賀市本町２丁目１番２０号 

 南コミュニティセンター３階 

敦賀市パートナーシップ宣誓制度 

一方又は双方が性的少数者（セクシュアル・

マイノリティ）のカップルが、互いを人生のパ

ートナーとし、日常の生活において相互に協力

し合うことを約束した関係であることを敦賀市

に宣誓し、市長がその旨を証明（宣誓書受領証

及び受領カードを交付）する制度です。令和５

年（2023 年）11 月１日に施行しました。 

特定事業主行動計画 

国や地方自治体などの公的機関が、職員の仕

事と子育ての両立や女性の活躍を進めるために

策定する計画です。育児休業の取得促進や働き

方の見直しなど、目標と具体的な取組を定め、

働きやすい職場環境の実現を目指します。 

共家事 

家事を性別に関係なく、夫婦や家族で分かち

合う考え方のことです。負担の偏りを減らすこ

とにつながり、皆が自分の時間や家族の時間を

持つことを目指す取り組みです。 

ドメスティック・バイオレンス（ＤＶ） 

夫婦（事実婚を含む）や恋人同士におけるパ

ートナーからの暴力のことです。身体的な暴力

に限らず、人格を否定する発言や無視をするな

どの精神的暴力、生活費を渡さない、高額のも

のをねだるなどの経済的暴力や、避妊に協力し

ない、性行為の強要などの性的暴力も含まれま

す。 

 は 行            

配偶者からの暴力の防止及び被害者の保

護等に関する法律（ＤＶ防止法） 

配偶者や元配偶者、事実上のパートナーから

受ける暴力（DV）を防ぎ、被害を受けた人を守

るための法律です。身体的な暴力だけでなく、

精神的・経済的な暴力も対象とされています。

被害者が安心して相談できる窓口の整備や、一

時保護、加害者への接近禁止命令などを定め、

被害者の安全確保と自立支援を目的としていま

す。 

働き方改革 

長時間労働の是正や多様な働き方の実現を通

じて、働く人一人ひとりが健康で意欲をもって

働ける社会を目指す取り組みです。労働時間の

見直しや休暇取得の促進、テレワークなど柔軟

な働き方の導入を進め、仕事と家庭・地域生活

の両立や生産性の向上を図ることを目的として

います。 

ハラスメント 

相手の人格や尊厳を傷つけ、不快感や苦痛を

与える言動のことです。職場や学校、日常生活

の中で起こり、さまざまな種類があります。 
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パタニティ・ハラスメント（パタハラ） 

男性が、育児休業取得や子の看護休暇、時短

勤務などの制度利用を希望したこと、また、こ

れらの制度を利用したことを理由に行われる職

場での不当な扱いや嫌がらせのことです。 

パワー・ハラスメント（パワハラ） 

職場などにおいて、職務上の地位や人間関係

などといった権力（パワー）を利用して、精神

的・身体的苦痛を与える行為や職場環境を悪化

させる嫌がらせ行為のことです。 

 ま 行            

マタニティ・ハラスメント（マタハラ） 

職場などにおいて、妊娠・出産・育児休業取

得などを理由に行われる異動・降格・減給・自

主退職の強要・雇止めなどの不当な扱いや嫌が

らせのことです。 

メンター制度 

職場や組織の中で、経験や知識のある先輩

（メンター）が、後輩や若手職員（メンティ

ー）を継続的に支援する仕組みです。仕事の進

め方だけでなく、悩みや不安の相談に応じるこ

とで、成長や定着を促し、安心して働ける環境

づくりを目的としています。 

モラル・ハラスメント（モラハラ） 

身体的な暴力ではなく、暴言や侮辱、無視、

責任転嫁する、必要な情報を渡さない、必要以

上に介入する、仲間外れにするなどの言葉や態

度などにより、相手を追い詰める精神的な嫌が

らせのことです。職場、家庭内、恋人間など

様々な場面で起こりえます。 

 ら 行            

ラク家事 

家事の時間や手間、気持ちの負担を減らすた

めの工夫や考え方のことです。便利な家電やサ

ービスを使ったり、やらなくていい家事を減ら

したりして、無理なく続けられる暮らしを目指

します。 

リスキリング 

社会や仕事の変化に対応するため、新しい知

識や技能を学び直すことです。デジタル化など

に対応し、働き続ける力を高め、個人や組織の

成長につながる重要な取組です 

リプロダクティブ・ヘルス／ライツ 

妊娠や出産、避妊、不妊、性感染症など、性

と生殖に関する健康と、それについて自分で選

び、決める権利のことです。正確な情報を得

て、誰もが望む時に安全な医療や支援を受けら

れること、性別や年齢、立場によって不利益を

受けないことが大切とされています。一人ひと

りの尊厳を守り、安心して生活するための考え

方です。 

 わ 行            

ワーク・ライフ・バランス 

仕事と家庭生活、地域活動、余暇などを無理

なく両立し、心身ともに健康で充実した生活を

送る考え方です。 
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　　男女共同参画に関する国内外の動き

年 世界の動向 日本の動向 福井県の動向 敦賀市の動向

１９７５（昭50）

●国連「国際婦人年」
●第１回世界女性会議開催（メキシコ
シティー）
●「国連女性の１０年」宣言（７６～８５
年）

●総理府に「婦人問題企画推進本部」
設置

１９７７（昭５２）
●「国内行動計画」策定

１９７９（昭５４）

●国連総会にて「女子に対するあらゆ
る形態の差別の撤廃に関する条約」採
択

１９８１（昭５６）
●女性の地位向上のための県内行動
計画「福井県婦人対策の方向」策定

１９８３（昭５８）

●企画開発部「少年課」を「青少年婦
人課」に改め、課内に「婦人対策室」設
置

１９８５（昭６０）

●第３回世界女性会議開催（ナイロビ）
●「婦人の地位向上のためのナイロビ
将来戦略」採択

●「女子差別撤廃条約」批准
●国籍法の改正・男女雇用機会均等
法制定

●女性のための地位向上を推進する
民間の女性団体「福井県婦人の地位
向上推進連絡会」設立

１９８７（昭６２）
●「西暦２０００年に向けての新国内行
動計画」策定

１９８８（昭６３）

●女性の地位向上と福祉の増進に向
けた総合的な女性行政の指針「２１世
紀をめざすふくい女性プラン」策定

１９８９（平元）

●「青少年婦人課」を「青少年女性課」
に、「婦人対策室」を「女性対策室」に
改称

１９９３（平５）

●女性の地位向上と組織化を推進す
る市民団体「敦賀女性ネットワーク」設
立

１９９４（平６）

●総理府の「婦人問題企画推進本部」
を「男女共同参画推進本部」に改組
●「男女共同参画審議会」設置

１９９５（平７）

●第４回世界女性会議開催（北京）
●「北京宣言及び行動綱領」採択

●「女性対策室」を「女性政策室」に改
称
●女性総合センターと生涯学習セン
ターの複合施設「生活学習館」開館
●「財団法人ふくい女性財団」設立

１９９６（平８）
●「男女共同参画２０００年プラン」策
定

１９９８（平１０）
●「ふくい男女共同参画プラン」策定

１９９９（平１１）
●「男女共同参画社会基本法」制定

２０００（平１２）

●国連特別総会「女性２０００年会議」
開催（ニューヨーク）
●「政治宣言」と「北京宣言及び行動
綱領実施促進のための更なる行動と
イニシアティブ」採択

●「男女共同参画基本計画」閣議決定 ●「女性政策室」を「男女共同参画室」
に改称

●企画部企画調整課内に男女共同参
画室を新設

２００１（平１３）

●「男女共同参画審議会」を「男女共
同参画会議」に改組
●内閣府に「男女共同参画局」設置
●「配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護に関する法律」施行

２００２（平１４）

●「福井県男女共同参画計画」策定
●「福井県男女共同参画推進条例」制
定

●「つるが男女共同参画プラン」策定
●「男女共同参画室」を「男女共同参
画課」に改組し、勤労福祉センター内
に設置

２００３（平１５）
●「男女共同参画室」を「男女参画・県
民活動課」に改組

２００４（平１６）

●「配偶者暴力防止法」一部改正 ●「敦賀市男女共同参画推進条例」制
定
●「敦賀市男女共同参画審議会」設置
●勤労福祉センター内に男女共同参
画センター新設
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年 世界の動向 日本の動向 福井県の動向 敦賀市の動向

２００５（平１７）

●第４９回国連婦人の地位委員会「北
京＋１０」開催（ニューヨーク）
●「北京宣言及び行動綱領」と「女性２
０００年会議成果文書」再確認

●「男女共同参画基本計画（第２次）」
閣議決定

●男女共同参画都市を宣言し、記念式
典を開催

２００６（平１８）

●「配偶者暴力防止および被害者保
護のための福井県基本計画」策定
●「福井県男女共同参画計画」改定

●勤労福祉センターを廃止し、男女共
同参画センターに機能を一元化
●「敦賀女性ネットワーク」を「つるが
男女共同参画ネットワーク」に改称

２００７（平１９）

●「つるが男女共同参画プラン」改定
●「男女共同参画課」を「市民協働課」
に改称

２００８（平２０）
●「市民協働課」内に「男女共同参画
室」を設置

２００９（平２１）
●「配偶者暴力防止および被害者保
護のための福井県基本計画」改定

２０１０（平２２）
●第５４回国連婦人の地位委員会「北
京＋１５」開催（ニューヨーク）

●「男女共同参画基本計画（第３次）」
閣議決定

２０１１（平２３）

●「ＵＮ Ｗｏｍｅｎ（ジェンダー平等と
女性のエンパワーメントのための国連
機関）　正式発足

●「第２次つるが男女共同参画プラ
ン」策定

２０１２（平２４）
●「第２次福井県男女共同参画計画」
策定

２０１３（平２５）

●「配偶者からの暴力防止及び被害者
の保護に関する法律」改正
「男女共同参画の視点からの防災・復
興の取り組み指針」策定

２０１４（平２６）

●「配偶者暴力防止および被害者保
護のための福井県基本計画（改定
版）」改定

２０１５（平２７）

●第５９回国連婦人の地位委員会「北
京＋２０」開催（ニューヨーク）
●国連サミットにおいて「持続可能な
開発のための２０３０アジェンダ」採択
（ニューヨーク）

●「女性の職業生活における活躍の推
進に関する法律」施行
●「男女共同参画基本計画（第４次）」
閣議決定

●「男女参画・県民活動課」を「女性活
躍推進課」に改組

２０１６（平２８）
●「育児・介護休業法」、「男女雇用機
会均等法」改正

●「第３次つるが男女共同参画プラ
ン」策定

２０１７（平２９）
●「第３次福井県男女共同参画計画」
策定

２０１８（平３０）
●「政治分野における男女共同参画の
推進に関する法律」施行

●南公民館内に男女共同参画セン
ター移転

２０１９（令１）

●G20大阪サミットにおいて「G20
大阪首脳宣言」採択

●「女性の職業生活における活躍の推
進に関する法律」改正
●「配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護等に関する法律」改正

●「配偶者暴力防止および被害者保
護のための福井県基本計画（第2次改
定版）改定
●「女性活躍推進課」を「県民活躍課」
に改組

２０２０（令２）

●第64回国連女性の地位委員会「北
京＋25」開催（ニューヨーク）

●災害対応力を強化する女性の視点
～男女共同参画の視点からの防災・復
興ガイドライン～策定
●「男女共同参画基本計画（第５次）」
閣議決定

●「福井県長期ビジョン」策定

２０２１（令３）
●福井県が「ＳＤＧｓ未来都市」に選定 ●「第４次つるが男女共同参画プラ

ン」策定

２０２２（令４）
●「困難な問題を抱える女性への支援
に関する法律」制定

●「第４次福井県男女共同参画計画」
策定

２０２３（令５）
●「配偶者からの暴力の防止及び被害
者の保護等に関する法律」改正

●「県民活躍課」を「女性活躍課」と「県
民協働課」に再編

２０２４（令６）

●「育児・介護休業法」改正 ●「福井県配偶者暴力被害者等およ
び困難な問題を抱える女性支援計画」
策定

２０２５（令７）
●第69回国連女性の地位委員会「北
京＋30」開催（ニューヨーク）

２０２６（令８）

●「女性の職業生活における活躍の推
進に関する法律」改正
●「男女共同参画基本計画（第６次）」
閣議決定

●「第５次つるが男女共同参画プラ
ン」策定
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敦賀市男女共同参画推進条例 

平成 16 年３月 24 日 

条例第２号 

 

目 次 

前 文 

第１章 総則（第１条―第８条） 

第２章 男女共同参画に関する基本的施策（第９条―第 16条） 

第３章 男女共同参画に関する具体的施策（第 17 条―第 20 条） 

第４章 敦賀市男女共同参画審議会（第 21 条―第 23 条） 

第５章 雑則（第 24 条） 

附 則 

 

天然の良港に恵まれ、古くから海陸交通の要衝である敦賀市は、豊かな自然環境の中で国

内外の文化を受け入れ、「命のビザ」で入国して来たユダヤ人難民を温かく迎えるなど様々

な人々との交流を重ね、人情厚く進取に富んだ人柄をはぐくみながら独自の文化を創造し、

発展してきた。本市が目指す将来都市像「世界とふれあう港まち 魅力あふれる交流都市 

敦賀」を実現するため、男女を問わず市民が一体となってまちづくりに取り組んでいる。 

このような敦賀市にあって、女性の就業率は高く、家庭においても女性が、家事、育児等

の主たる担い手となっている。しかしながら、依然として性別による固定的な役割分担意識

やこれに基づく社会慣行等があり、方針決定への女性の参画の状況においても偏りが見ら

れ、女性が平等に参画するには、なお一層の努力が求められている。 

これらを踏まえ、男女の意識改革や家庭と仕事等の両立を図るとともに、その個性と能力を

十分に発揮し、社会のあらゆる分野において、ともに責任を担い利益を受けることができる

男女共同参画社会を実現する必要がある。 

ここに、私たち市民は、日本国憲法、女子差別撤廃条約及び男女共同参画社会基本法にの

っとり、市、市民及び事業者の責務を明らかにし、それぞれが連携して男女共同参画社会を

築き上げることを決意し、この条例を制定する。 

 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の

責務を明らかにするとともに、市の施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同
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参画を総合的かつ計画的に推進し、もって男女共同参画社会を実現することを目的とす

る。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

（１）男女共同参画社会 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会の

あらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経

済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、ともに責任を担うべき社会

をいう。 

（２）積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲

内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。 

（３）市民 市内に住所を有する者、市内の事務所若しくは事業所に勤務する者又は市内の

学校に在学する者をいう。 

（４）事業者 市内において、営利、非営利を問わず事業を行う法人その他の団体及び個人

をいう。 

（５）セクシュアル・ハラスメント 相手の意に反した性的な性質の言動により、相手の尊

厳を傷つけ、又は不利益を与える行為をいう。 

（６）ドメスティック・バイオレンス 配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関

係と同様の事情にある者を含む。）に身体的又は精神的な苦痛を与える暴力その他心身

に有害な影響を及ぼすものをいう。 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画社会の形成は、次に掲げる事項を基本理念として推進されなければな

らない。 

（１）男女の個人としての尊厳が重んぜられ、直接的であるか間接的であるかを問わず性別

による差別的取扱いを受けることなく、男女が個人として能力を発揮できるよう配慮さ

れること。 

（２）性別による固定的な役割分担を反映する社会制度又は慣行が、男女の社会における活

動の選択に対し、影響を及ぼすことがないよう配慮されること。 

（３）男女が、社会の対等な構成員として、職場、学校、地域、家庭その他のあらゆる分野

における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されるよう努めなければな

らないこと。 

（４）家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、家事、育児、介護その他の

家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、家庭生活と職

業生活等が両立できるよう配慮されること。 
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（５）男女が、互いの性を理解し、尊重するとともに、生涯を通じて健康な生活を営むこと

ができるよう配慮されること。 

（６）男女共同参画は、国際社会における取組と密接な関係を有していることにかんがみ、

国際的協調の下に推進されるよう努めなければならないこと。 

（市の責務） 

第４条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策（積極

的改善措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、実施するものとする。 

２ 市は、市民の参加機会を最大限設け、施策の実施に当たり、市民、事業者、国及び県と

相互に連携を図るよう努めるものとする。 

３ 市は、男女共同参画社会の形成に配慮した教育が行われるよう努めるものとする。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、職場、学校、地域その他の社会のあらゆる分野にお

いて、男女共同参画の推進に寄与するよう努めるものとする。 

２ 市民は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものとす

る。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を行うに当たっては、男女が対等に

参画する機会の確保及び職業生活における活動と家庭生活における活動その他の活動との

両立に配慮するよう努めるものとする。 

２ 事業者は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策に協力するよう努めるものと

する。 

（性別による権利侵害の禁止） 

第７条 何人も、性別を理由とするあらゆる差別的取扱いをしてはならない。 

２ 何人も、セクシュアル・ハラスメント及びドメスティック・バイオレンスを行ってはな

らない。 

（情報に関する留意） 

第８条 何人も、公衆に表示する広報、報道、広告等において、性別による固定的な役割分

担及び異性に対する暴力を連想させ、又は助長する表現を行わないよう努めるものとす

る。 

 

第２章 男女共同参画に関する基本的施策 

（基本計画） 

第９条 市長は、男女共同参画社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に実施するた

め、男女共同参画の推進に関する基本的な計画（以下「基本計画」という。）を策定する

ものとする。 
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２ 市長は、基本計画を策定するに当たっては、市民及び事業者の意見が反映されるよう配

慮するものとする。 

３ 市長は、基本計画を定め、又は変更したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。

（推進体制の整備） 

第１０条 市は、男女共同参画に関する施策を推進するために必要な体制の整備に努めるも

のとする。 

（調査研究） 

第１１条 市は、男女共同参画の推進に関する施策を効果的に実施していくため、必要な調

査研究を行うよう努めるものとする。 

（相談及び苦情の処理） 

第１２条 市長は、性別による差別的取扱いその他の男女共同参画の推進を阻害する行為に

ついての相談窓口を設置し、関係機関と連携して適切な処理に努めるものとする。 

２ 市長は、市が実施する男女共同参画の推進に関する施策又は男女共同参画の推進に影響

を及ぼすと認められる施策について、市民又は事業者から苦情の申出があったときは、適

切な処理に努めるものとする。 

３ 市長は、前項に規定する申出の処理に当たり、必要があると認めるときは、敦賀市男女

共同参画審議会の意見を聴くことができる。 

（民間団体等への支援） 

第１３条 市は、男女共同参画の推進に関する活動を行う市民及び事業者に対し、情報の提

供その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。 

（拠点施設の設置） 

第１４条 市は、男女共同参画の推進に関する施策の実施、相談、啓発、研修等あらゆる活

動の拠点となる施設の整備に努めるものとする。 

（国際的協調） 

第１５条 市は、国際的な男女共同参画に関する情報の収集及び提供に努めるものとする。 

２ 市民は、男女共同参画の視点に立ち、外国人と相互の理解と交流を図り、国際的協調に

努めるものとする。 

（年次報告） 

第１６条 市長は、毎年、男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を明らかにした報告

書を作成し、公表するものとする。 

 

第３章 男女共同参画に関する具体的施策 

（政策の立案及び決定における積極的改善措置） 

第１７条 市は、附属機関等の委員の構成に関し、男女の数に配慮するよう努めるものとす

る。 
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２ 市長は、女性職員の積極的な職域拡大、登用及び能力開発に努めるものとする。 

（市の施策等） 

第１８条 市は、男女共同参画を推進するため、次に掲げる施策を行うよう努めるものとす

る。 

（１）職業生活、地域活動及び家庭生活において性別を問わず両立しやすい環境の整備 

（２）女性に対する暴力の防止、被害を受けた者に対する相談、一時保護その他必要な支援 

（３）生涯を通じた男女の健康、母性の保護及び子育ての支援 

（４）市民及び事業者の理解を深めるための広報活動 

２ 市長は、男女共同参画の推進に必要があると認めるときは、事業者に対し、男女の参画

状況の報告を求めることができる。 

（表彰） 

第１９条 市長は、男女共同参画の推進に関して、その功績が特に顕著な市民及び事業者に

対して、表彰を行うことができる。 

（男女共同参画推進員） 

第２０条 市長は、男女共同参画の推進を図るため、地域及び事業所に啓発活動を行う男女

共同参画推進員を置くことができる。 

 

第４章 敦賀市男女共同参画審議会 

（設置） 

第２１条 男女共同参画の推進に関する重要事項について調査審議を行うため、敦賀市男女

共同参画審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

（所掌事務） 

第２２条 審議会は、市長の諮問に応じ、基本計画及び男女共同参画の推進に関する重要事

項について、調査審議する。 

２ 審議会は、男女共同参画の推進に関し、必要と認める事項について調査審議し、市長に

意見を述べることができる。 

（組織） 

第２３条 審議会は、委員 15 人以内で組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

（１）学識経験を有する者 

（２）関係団体の代表者 

（３）公募による市民 

（４）その他市長が必要と認める者 

３ 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の 10 分の４未満であってはならない。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前
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任者の残任期間とする。 

５ 委員は、再任されることができる。 

６ 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

 

第５章 雑則 

（委任） 

第２４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定め

る。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成 16 年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に策定され、公表されている男女共同参画の推進に関する市の計

画であって、男女共同参画の施策を総合的かつ計画的に実施するためのものは、第９条の

規定により策定され、公表されたものとみなす。 

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

３ 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和 31 年敦賀市条例

第 21 号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 
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事業（取組）概要

① 市の施策・方針の立案・決定過程へ
の女性参画の拡大

意欲や資質によって、性別にかかわらず管理職へ昇格できる選抜試験を
実施し、組織の活性化を図ります。

市職員の年齢、経験年数、役職等により必要とされる職務遂行能力を明
確化し、その能力を向上させるため、体系的な研修を性別にかかわらず実
施します。

② 審議会等委員への女性・若者の参画
拡大

事業所における女性の活躍を推進するための研修会の開催や広報紙によ
る情報発信等を実施します。

各種審議会等を所管する関係各課に調査・ヒアリングを実施し、各種審議
会における女性や若者の登用促進を働きかけます。
特に、女性委員のいない審議会等については、委員改選時に女性委員を
登用し、女性委員がゼロの審議会等を解消するよう促します。

各分野において、性別にかかわらず意見が反映されるように、市の各種審
議会等における男女の構成比率を改善します。

女性・若者の登用促進に向けた人材リスト等の整備を進めます。

事業（取組）概要

③ 働く場における女性参画・女性活躍
の推進

事業所に対して、誰もが能力を発揮することができるよう、女性活躍推進
に関する啓発や情報提供を実施します。

男女共同参画・女性活躍推進に積極的な事業所において「男女共同参画
事業所推進員」を設置するとともに、推進員を対象とした研修会を開催
し、事業所における男女共同参画・女性活躍を推進します。

女性経営者の自己研鑽、育成に関する支援を行います。

性別にかかわらず、起業に関する支援を行います。

性別にかかわらず、新規に就農ができるように就農環境整備や経営安定
の支援を行います。

市職員において、メンター制度の活用により若手職員や女性職員のキャリ
ア形成支援を図ります。

④ 女性の就労と能力開発の支援 子育て等により一旦仕事を離れた方の再就職を支援するため、就職相談
等の各種就職支援を関係機関に要請します。

ひとり親が子育てをしながら就職に必要な資格取得を行うための支援と
して、受講費用等の一部を給付します。
また、ひとり親家庭等の経済的自立を図るため、修学資金等の貸し付け相
談を行います。

ひとり親の雇用の安定のため、母子・父子自立支援員を中心とした就労相
談を実施し、また、敦賀公共職業安定所との連携を図ります。

第５次つるが男女共同参画プラン実施事業（取組）一覧

 基本目標Ⅰ　　男女ともにあらゆる分野で活躍できる基盤づくり

　　基本課題（１）　政策決定・推進の場における女性参画の拡大

基本施策

　　基本課題（２）　働く場における性別によらない能力発揮と女性活躍の推進

基本施策
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第５次つるが男女共同参画プラン実施事業（取組）一覧

事業（取組）概要

⑤ 性別によらない職業選択の機会確保
と環境整備

性別にかかわらず、一人一人が社会的・職業的に自立に向けた必要な基
盤となる資質・能力を育成するキャリア教育を推進します。
様々な職業の体験や実際に働く人の話を聞く機会等を通じ、感じたり学
んだりしたことを、キャリア・パスポートに記録・蓄積し、自らの成長を振り
返りながら、自身に合った職業を選択する力を養います。

職員採用試験前に、説明会を開催し、職業に関する理解の促進を図り、幅
広い人材を登用します。

男女雇用機会均等法やパートタイム・有期雇用労働法等の情報を発信しま
す。

事業（取組）概要

⑥ 市職員の家庭生活の充実と公務能率の向上等のため、年次有給休暇や夏
季休暇、結婚休暇等の特別休暇の使用を促進するとともに、取得しやすい
職場環境の整備等に取り組みます。

特定事業主行動計画に基づき、職員が仕事と家庭生活を両立できるよう
な職場環境の整備等に取り組みます。

職員の健康の増進と公務能率の向上等のため、職員の適正配置、業務改
善等により超過勤務を削減します。

市立敦賀病院において、個人の希望に応じた勤務が可能となる仕組みを
積極的に導入し、労働環境の改善を図ります。

ワーク・ライフ・バランスの重要性を普及させるための研修会の開催や、情
報の発信を実施します。

ワーク・ライフ・バランスの推進をはじめとした「働きやすい職場環境づく
り」に関する事業所の取り組みを支援します。

　　基本課題（２）　働く場における性別によらない能力発揮と女性活躍の推進

多様な働き方を尊重した、職場にお
けるワーク・ライフ・バランス実現の
推進

基本施策

　　基本課題（３）　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現

基本施策

 基本目標Ⅰ　　男女ともにあらゆる分野で活躍できる基盤づくり
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第５次つるが男女共同参画プラン実施事業（取組）一覧

事業（取組）概要

⑦ 仕事と子育て・介護等の両立のため
の環境整備

地域の子育て関連情報を提供し、地域の子育て支援事業を円滑・適切に
利用できるよう個別ニーズに合わせて、関係機関と連絡調整・連携し、相
談・助言を行います。

多様化・複雑化・深化する保育ニーズに対応するため、様々な保育サービ
スを提供し、子育てしやすい環境整備を推進します。

保護者が就労等により昼間家庭にいない児童に対し、放課後に適切な遊
び及び生活の場を用意しその健全育成を図ります。

安全、安心な活動場所を確保し、家庭・学校・地域が一体となって、児童に
学習や様々な体験、交流活動の機会を提供するために放課後子ども教室
等を推進します。

『敦賀市こども計画』等に従い、育児の相談事業、保育サービスの充実等
を実施し、子育ての負担を軽減します。

重度身体障害者が、日常生活に著しい障害があるため住宅を改造する必
要があるとき、その費用の一部を助成します。

要介護（要支援）認定を受けている方に対し、自宅でより安全な生活が送
れるように、手すりの取り付けや段差解消等の介護保険の対象となる改
修を行う費用の一部を給付します。

障がい者・高齢者等の介護者への相談事業を行います。

介護負担を抱え込まずに在宅介護を継続できるよう、介護者のつどいの
場と訪問型サービスを組み合わせた事業を実施します。

市営住宅の2階以上の部屋の入居者で、病気や障がいや高齢であるため
階段の昇降が困難である場合に、1階の空き部屋またはエレベーター付き
の住宅に移ることができる、市営住宅住宅交換を推進します。

市営住宅において、病気や障がい等により、立ち上がりや歩行が困難な方
の部屋の玄関・浴室・トイレ等に手すりを設置したり、段差を無くす改修を
行う介護修繕を推進します。

『敦賀市地域福祉計画』、『敦賀市障がい者福祉計画』、『敦賀市高齢者健康
福祉計画』、『敦賀市介護保険事業計画』等に従い介護に関する費用負担
の軽減、障がい者・高齢者の介護サービスの充実等を実施し、介護の負担
を軽減します。

 基本目標Ⅰ　　男女ともにあらゆる分野で活躍できる基盤づくり

　　基本課題（３）　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現

基本施策
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第５次つるが男女共同参画プラン実施事業（取組）一覧

事業（取組）概要

⑧ 男女がともに担う家事・子育て・介護
等の推進

育児休業・介護休業等の休業制度の周知を行うとともに、制度の利用を促
進します。

職員の性別にかかわらず、育児短時間勤務制度及び育児部分休業制度の
利用を促進します。

育児休業等取得者の代替として非常勤職員を採用するなど、休業制度が
活用しやすい環境を整えます。

男性の家事・育児支援講座を開催し、男性の家事・育児への参加を促進し
ます。

夫婦・家族で家事をシェアする「共家事」、家事の省力化、外部化による「ラ
ク家事」について周知や広報を行います。

毎週土曜日に「パパも遊ぼう」を実施します。
父親の育児参加を促進し、交流の場を提供します。

親子で製作や遊びを体験する催しを行います。

親子が気軽に集い、交流、育児相談等を行う場を提供します。

男性が参加しやすい介護者のつどいの場を提供します。

男性の家事・子育て・介護等の参加を促進するための情報を発信します。

事業（取組）概要

⑨ 地域活動や組織等における男女共同
参画の推進

地区の自主的な判断によって地域団体の役員等に女性が登用されるよう
区長連合会等への働きかけを行います。

市内９地区すべてに「男女共同参画地域推進員」を設置するとともに、推
進員を対象とした研修会を開催し、地域における男女共同参画を推進し
ます。

⑩ 自主防災組織への女性の参画を促進するとともに、性別にかかわらず防
災意識の普及啓発、防災訓練の徹底を図ります。

女性や子どもに対する暴力等の予防に配慮した避難所の環境の整備 、男
女のニーズの違いや子育て家庭等のニーズに配慮した備蓄品の整備を行
います。

男女共同参画の視点からの災害対策について、研修会・広報紙等で、多様
な住民が自主的に考える機会を設けます。

女性の視点から防災まちづくりを考える団体に対し、適切な支援、情報提
供、助言等をし、本市における防災に必要な対策・対応に女性の視点を取
り入れていきます。

 基本目標Ⅰ　　男女ともにあらゆる分野で活躍できる基盤づくり

　基本課題（４）　地域における男女共同参画の推進

　　基本課題（３）　仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現

基本施策

基本施策

男女共同参画の視点に立った防災体
制の確立と普及啓発

-92-



第５次つるが男女共同参画プラン実施事業（取組）一覧

事業（取組）概要

⑪ 広報紙やホームページ等において、性犯罪・性暴力被害予防のための情報
発信を実施します。

市職員を対象に、ハラスメント全般に関する相談に応じる窓口を設置する
とともに、監視体制を整えることで、これらの防止を図ります。

⑫ 広報紙やホームページ等を通じて、ＤＶ等の防止に関する情報発信を行う
とともに、市民を対象としたＤＶ防止講座を開催し、ＤＶを許さない社会に
向けた啓発を行います。

ＤＶ被害者支援専門研修会を開催し、ＤＶからの被害者保護・支援につい
ての啓発を行います。

支援措置担当者を対象とした連絡会を開催し、関係機関の連携強化、支援
措置担当者のＤＶ被害者に対する知識向上を図ります。

国の「女性に対する暴力をなくす運動」期間（１１月）に合わせ、地域の施設
やイベントにおいて、啓発を行います。

⑬ 女性が抱えるさまざまな悩みに対応する「女性相談窓口」を多角的なアプ
ローチで周知するとともに、悩みを抱えた人が「安心して」「気軽に」相談で
きる相談対応を行い、相談者を早期に必要な支援につなげることができ
る環境を整備します。

多様化・複雑化する女性相談に対応するため、研修等を通じて相談や支援
にあたる職員の資質向上・スキルアップを図ります。

各相談機関をはじめとした関係機関との連携を強化し、相談者の支援を
円滑に実施します。

事業（取組）概要

⑭ 女性の健康の保持・増進を促し、女性が自己の健康管理を行えるよう、女
性の妊娠・出産等のライフステージに対応した課題について知識の普及・
啓発や健康相談、保健指導等を行い支援します。

女性特有のがんの早期発見、早期治療のため、子宮頸がん及び乳がん検
診を実施するとともに、周知や受診勧奨を積極的に行います。

高齢期になっても心身の健康を維持し、生活機能を可能な限り向上する
介護予防、フレイル対策等の取り組みを推進します。

⑮ 学校教育では、主として保健体育科の授業において、子どもの発達段階に
応じて、生殖機能や性感染症などに関する正しい知識を身につけます。ま
た、自分や他者の心身を尊重し、性に関する情報を正しく選択して適切に
行動できる力を育みます。

将来の妊娠・出産に向けて自分自身の生活や健康と向き合うことができ
るよう、健康や妊娠・出産に関する正しい情報を提供します。

夫と妻それぞれの不妊治療および不育症治療に関する助成制度を設け、
精神的・経済的負担の軽減を図ります。

配偶者等への暴力の防止及び被害
者の保護等の推進

 基本目標Ⅱ　　男女がともに支え合い、安心・安全に暮らせる環境づくり

　基本課題（５）　ジェンダーに基づくあらゆる暴力の根絶と被害者支援の充実

基本施策

ジェンダーに基づくあらゆる暴力・ハ
ラスメント防止のための取り組み強
化

誰もが利用しやすい相談体制の整備

　基本課題（６）　ライフステージに応じた健康支援

基本施策

生涯にわたる男女の健康の包括的な
支援

妊娠・出産等に関する健康と権利の
促進
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第５次つるが男女共同参画プラン実施事業（取組）一覧

事業（取組）概要

⑯ 困難な状況に置かれている女性等が相談できる窓口で、包括的に情報提
供を行うとともに、関係機関との連携により適切な支援につなげます。

重層的支援体制整備事業（多機関協働事業）を活用し、複合的な課題に対
応できるよう高齢、障がい、子育て、生活困窮分野の支援関係機関や医療
機関等との多機関協働の体制づくりを行います。

 基本目標Ⅱ　　男女がともに支え合い、安心・安全に暮らせる環境づくり

基本施策

困難な問題を抱える女性等に寄り
添った包括的な支援

　基本課題（７）　困難な問題を抱える人に対する支援
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第５次つるが男女共同参画プラン実施事業（取組）一覧

事業（取組）概要

⑰ あらゆる世代に対し、固定的な性別役割分担意識の解消や無意識の思い
込み（アンコンシャス・バイアス）への気づきについての周知や広報を行い
ます。

男女共同参画センターにおいて、男女共同参画関係図書の閲覧及び貸出
を実施します。

⑱ 多様な選択を可能にする教育・学習
機会の充実

小中学校における人権教育推進計画に則り、学校教育において男女がお
互いを尊重する意識を育みます。

小中学校において、性別に起因する様々な悩みについて適切に応じられ
るよう、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどを配置
し、相談体制を構築します。

市民が参加しやすい、男女共同参画に関する講座、研修会の開催や情報
発信を実施します。

広報紙等によって男女共同参画に関して学べる情報を発信します。

⑲ セクシャル・マイノリティに関する理解を深め、市民が多様な性のあり方を
理解し、多様性を認め合えるよう、研修会・広報紙等により情報発信を行
います。

多様性を認め合う視点を踏まえて業務遂行ができるよう、市職員、教職員
等を対象とした研修を実施します。

一方又は双方がセクシュアル・マイノリティのカップルが、互いを人生の
パートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した関
係であることを証明する「パートナーシップ宣誓制度」の周知と制度拡充
に努めます。

事業（取組）概要

⑳ 男女共同参画を推進する市民活動団
体等との連携や支援

男女共同参画を推進する団体・グループへの情報提供を行うとともに、活
動を活性化するための支援を行います。

㉑ 行政における男女共同参画の推進体
制の充実

行政の場に男女の視点が偏りなく取り入れられるよう、適正な人事配置
を行います。

男女共同参画に関する相談業務を行い、男女共同参画社会の実現を支援
します。

国や県等と連携し、敦賀市における男女共同参画を推進します。

男女共同参画の推進に関する施策の実施状況を明らかにした年次報告書
を作成し、公表します。

　基本課題（８）　男女共同参画意識の醸成

基本施策

固定的な性別役割分担意識の解消に
向けた啓発活動

セクシュアル・マイノリティへの理解
の促進

　基本課題（９）　男女共同参画社会の推進体制強化

基本施策

 基本目標Ⅲ　　多様性を尊重する社会への意識づくり
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氏名（敬称略） 所　　属 区　　分 備　考

委員長 井 上　武 史
学校法人東洋大学
経済学部総合政策学科　教授

学識経験者

副委員長 元 山　詩 菜 堺法律事務所　弁護士 学識経験者

委　員 篠 原　悦 子 敦賀市男女共同参画審議会
男女共同参画審議会
委員

委　員 松 本　好 雄
敦賀市男女共同参画推進員（地域）
松原地区

男女共同参画推進員

委　員 岩 本　直 子
敦賀市男女共同参画推進員（地域）
粟野地区

男女共同参画推進員

委　員 林　　浩 二
敦賀市男女共同参画推進員（事業所）
日本ゼオン株式会社　敦賀工場

男女共同参画推進員
～令和6年
　　10月31日

委　員 伴 野　真 大
敦賀市男女共同参画推進員（事業所）
日本ゼオン株式会社　敦賀工場

男女共同参画推進員
　令和6年
　　11月1日～

委　員 金 崎　　栞
敦賀市男女共同参画推進員（事業所）
株式会社ＴＡＳ

男女共同参画推進員

委　員 堂 田　展 江 国際交流はぎの会
つるが男女共同参画
ネットワークの構成員

委　員 下 出　尚 孝
福井県民生活協同組合
第３地区本部

つるが男女共同参画
ネットワークの構成員

委　員 中 村　幸 恵 一般社団法人 青空 市民活動団体の構成員

委　員 後 藤　美 佳 特定非営利活動法人 ＴＨＡＰ 市民活動団体の構成員

委　員 香 田　有 哉 連合福井 嶺南地域協議会
その他市長が必要と
認める者

委　員 木 子　泰 宏 敦賀市役所
その他市長が必要と
認める者

委　員 永 上　友 美 敦賀市役所
その他市長が必要と
認める者

第5次つるが男女共同参画プラン策定委員会　委員名簿
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